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第88回九都県市首脳会議概要 

 

Ⅰ 日  時  令和７年10月31日（金） 

        午後１時30分～午後３時52分 

 

Ⅱ 会議次第 

 １ 開 会 

 ２ 座長あいさつ等 

３ 座長提案 

   ・ＡＩガバナンス構築に向けた対応について 

 ４ 首脳提案 

（１）人材紹介会社による看護職員等の紹介手数料への対応について（川崎市） 

（２）公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における 

 倒木等への対策について （相模原市） 

（３）カーボンニュートラルの今後の取組への支援について （千葉県） 

（４）持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の利用促進並びに原料となる 

 廃棄物及び廃食用油の活用について （東京都） 

（５）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備に係る 

 地域の実情に応じた支援について  （さいたま市） 

（６）水道施設の老朽化対策及び耐震化の支援の拡充について （神奈川県） 

（７）「朝の小１の壁」の解消について （埼玉県）  

（８）学校部活動の地域展開等の推進に係る支援について （千葉市） 

５ 協 議 

（１）地方分権改革の推進に向けた取組について 

６ 報 告 

（１）委員会等における検討状況等の報告について 

７ その他 

（１）GREEN×EXPO 2027について （横浜市）  

（２）東京2025世界陸上・東京2025デフリンピックについて （東京都） 

（３）日本版ＢＰＳＤケアプログラムについて （東京都） 

（４）相模原市立博物館プラネタリウムのリニューアル及び 

 企画展「ポケモン天文台」について （相模原市） 

（５）千葉国際芸術祭２０２５について （千葉市）  

８ 福島県支援について 

９ 閉 会 
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Ⅲ 出 席 者 

埼 玉 県 知 事 大 野 元 裕 

千 葉 県 副 知 事 高 梨 みちえ 

東 京 都 副 知 事 栗 岡 祥 一 

神 奈 川 県 知 事 黒 岩 祐 治 

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 

千 葉 市 長 神 谷 俊 一 

さ い た ま 市 長 清 水 勇 人 

相 模 原 市 長 本 村 賢太郎 

横 浜 市 長（座長） 山 中 竹 春 

＜ゲスト＞ 

福 島 県 副 知 事 鈴 木 正 晃 氏 

  



-4- 
 

１ 開会 
○事務局 

それでは、これより第 88回九都県市首脳会議を開会いたします。 

私は本日の事務局を務めます、横浜市大都市制度推進本部室長の橘田と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでははじめに本日の座長であります、横浜市の山中竹春市長から御挨拶を申し上げ

ます。 

 

２ 座長あいさつ等 
○座長（山中横浜市長） 

皆様、こんにちは。座長を務めます、横浜市長の山中竹春です。 

本日は御多忙の中、横浜市にお越しをいただきまして誠にありがとうございます。 

高市内閣が発足し、喫緊の課題解決への迅速な対応に国民の皆様から高い期待が寄せら

れております。 

九都県市の首長としても、首都圏、そして日本の牽引役として広域的な課題の解決に向け

て、しっかりと連携をしながら、私たちの声を国へ届けていくことが必要です。 

本日は多岐にわたる議題を御用意しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議題に入る前に５月に再任されました清水勇人さいたま市長、そして今週再選

されました福田紀彦川崎市長からそれぞれ一言御挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

○清水さいたま市長 

さいたま市長の清水勇人でございます。５月 25日に行われましたさいたま市長選挙にお

きまして、５期目の当選を果たすことができました。 

引き続き、九都県市の皆様方としっかりと連携をしながら首都圏全体のさらなる発展の

ため、また、様々な課題を乗り越えるために一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

〇福田川崎市長 

川崎市長の福田紀彦でございます。先週の日曜日、投票日でありましたけども、４期目の

当選をさせていただくことができました。 

これからも九都県市の皆さんと一緒に力合わせて頑張ってまいります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○事務局 
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それでは、頭撮りにつきましてはここまでとさせていただきます。報道関係者の皆様はお

席にお戻りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

これから先の進行は、座長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

私も８月の選挙で再任をされましたので、一言申し添えます。 

 

３ 座長提案 
・ＡＩガバナンス構築に向けた対応について 
○座長（山中横浜市長） 

それでは議事に入らせていただきます。最初に次第の３の座長提案であります。資料１を

御覧ください。 

私から、ＡＩガバナンスの構築に向けた対応について、提案をさせていただきます。 

人口減少社会におきまして、ＡＩが極めて重要な役割を果たすことが期待されておりま

す。個人の利用経験は他の国に比べて低い状況ですが、この１年で３割ほど増加しておりま

して、日本でも急速に生活へと浸透してきております。 

次のスライドお願いします。 

国におきましては、９月に人口知能戦略本部が設置され、年内を目途に人口知能基本計画、

ＡＩ基本計画を策定することが決定されています。 

次のスライドお願いします。 

我々、地方自治体の取組でありますが、ＡＩの活用による、きめ細やかな住民サービスの

提供や庁内業務の効率化に向けた取組が進んでいるところかと存じます。例えば、住民から

の問い合わせ対応へのチャットボットの活用、あるいは行政手続における申請受付 ・審査等

にも導入が進んでいるところかと思います。 

次のスライドお願いします。 

しかし、ＡＩの積極的な活用に向けては、まずリスクへの適切な対応が必要になります。

例えば、技術的なリスク、誤った情報の生成や不適切な内容の出力、また、社会的なリスク

として、偽の情報、偽情報の拡散や個人情報の漏洩、利用者による悪用等、そういったリス

クがございます。技術的なリスク、社会的なリスクに対応策を講じることが利用者の安心に

つながり、そしてそのことが信頼性の確保につながります。 

次のスライドお願いします。 

そこで、私から九都県市として、スライドに記載されている４つの事項を国へ要望するこ

とを提案いたします。 

次のスライドお願いします。 

まず１点目、一つ目は、国の司令塔機能の発揮、並びに総合的な施策の推進であります。

現在は表のとおり、現在は各省庁が各分野また対象者ごとにそれぞれガイドラインを作成
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しているという状況です。人口知能戦略本部が司令塔としての機能を果たし、国際的なＡＩ

ガバナンスを主導するとともに、各施策を統括して国として一体的にＡＩ活用を推進して

いくことが必要です。 

次のスライドお願いします。 

二つ目は、ＡＩの事業者への対策についてです。現在は事業者の自主的な取組に留まって

おりますが、利用者が安心してＡＩを活用できるよう、ＡＩサービスを提供する事業者に対

して国によるリスク評価やリスク軽減の措置の実施など、より実行性のある対策が必要で

す。 

次のスライドお願いします。 

三つ目は、ＡＩの特性やＡＩの活用がもたらす効果、そしてリスクの共有に向けて専門的

な人材を育成し、また広く国民にＡＩリテラシーの教育を実施することが必要です。そのた

めの必要な対策を講じることが肝要です。 

次のスライドお願いします。 

最後のスライドが、我々、地方自治体の意見を踏まえた国のガイドラインの策定に係る要

望であります。住民生活に直結する業務を扱っている我々自治体として、住民生活へのＡＩ

のメリットを生かしながら、リスク対策を同時に進めていく必要があります。そのため、国

のガイドラインの策定にあたっては、地方自治体への意見聴取なども行いながら、住民に近

い存在、直結している存在である地方自治体の意見を取り入れた有用なものにしていただ

くことが必要となります。 

以上の４つの項目を提案させていただきます、私からの説明は以上となります。 

それでは、ただいまの提案について御意見ございましたら挙手をお願いいたします。 

黒岩知事。 

 

○黒岩神奈川県知事 

ありがとうございます。座長の提案に賛同する立場から一言申し上げたいと思います。 

本県でも全ての職員が文書作成や議事録の要約など、日常業務に生成ＡＩを活用できる、

ツールを扱える環境を整えております。また、生成ＡＩを利用する際に遵守すべき事項を定

めた 「神奈川県生成ＡＩの利用ガイドライン」を独自に策定し、動画研修を通じて、利活用

事例を提示しつつ、リスク対策も踏まえた利活用促進に取り組んでいます。 

今後とも、この生成ＡＩ技術やサービスの進展に合わせて、職員がより業務の効率化が進

められるよう、本県としては利用環境を整えていく予定ではありますが、自治体ごとにこう

した取組を行うことは効率的であるとは言えないと思いますね。そのために行政のあらゆ

る分野で生成ＡＩの利活用を推進していくためには、国 ・地方自治体が協力して、全体とし

て取り組んでいく必要があると思います。 
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本県では国に対し、毎年独自に生成ＡＩの安全かつ効果的な利活用のための地方自治体

向けルールやガイドラインについて、早期に示すことを要望しているところでありまして、

本提案は同じ趣旨であると考えられますことから、賛同したいと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

どうもありがとうございました。 

福田市長。 

 

○福田川崎市長 

私も座長の時宜を得た提案に賛同させていただきたいと思います。 

まず、本市でも今年度から庁内に生成ＡＩを活用してということやっておりますけども、

今後、市民サービスに幅広く活用していきたいと思いますが、御説明いただいたように様々

なリスクというのもあるということですから、やはり自治体ですとか、あるいは企業の実情

に合わせたルール作りというのがとても大事だと思っていますので、ぜひこの提案を皆さ

んで賛同していければと思っています。ありがとうございます。 

 

○大野埼玉県知事 

ありがとうございます。座長からの提案に賛成の立場からお話をさせていただきます。 

少子高齢化、そして人口減少に直面した中で持続可能な発展を続けるためにはＤＸ、そし

て本県では従来の仕事のやり方を根本から見直すＴＸというタスク・トランスフォーメー

ションにも取り組んでいて、その中で自動車税に関わる相談にＡＩチャットボットを導入

し、24 時間の相談対応を可能としたり、あるいは全職員が生成ＡＩや文字起こしＡＩが利

用できる環境を整備し、実は先般もアンケートを取ったところ、文字起こしＡＩは全職員の

中の既に半分以上が使用しています。事業のアイデア出しや議事録作成などをやっていま

すが、全く座長のおっしゃる懸念というのは我々も共有をするところであります。 

そこで国が司令塔となって、自治体が推進する施策を統括し総合的かつ計画的に推進し

ていくことの必要性というものを強く同意をし、賛成をさせていただきます。 

 

○栗岡東京都副知事 

私も山中横浜市長の御提案について賛成の立場から御意見申し上げたいと思います。 

東京都におきましても本年７月に 「東京都ＡＩ戦略」を策定いたしました。ＡＩの積極的

な利活用や偽情報、誤情報対策を含む都民のＡＩリテラシー向上などに取り組んでいると

ころです。また、利活用のポイントやリスクへの対応等を具体化したガイドラインを、私ど

ももこれから取りまとめる予定にしておりますけれども、こうした取組も、九都県市の皆さ

んとも今後また共有させていただきながら、行政のＡＩの利活用を推進していきたいと考

えております。先ほどお話がありましたように、このような話は国としてしっかりガイドラ
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インを作っていただくことが非常に重要だと思っておりますので、座長の山中市長におか

れましては、文案を取りまとめていただいて、九都県市として国への提言としてまとめてい

ただきたいと思います。以上です。 

 

○神谷千葉市長 

千葉市の神谷です。ＡＩの活用は千葉市でも住民向けのチャットボットですとか、庁内向

けには業務上のガイドラインを作成して進めていますが、限られた人員の中で行政サービ

スを今後も継続的に提供するためには、生産性の向上は欠かせないもので、ＡＩの活用とい

うのは必須になってくると思っております。 

私も使うのですが、性能の向上というのは見違えるような形で実感するほどなのですが、

組織全体で使うとなるとリスクがどうしても心配になってしまって、何かあったらという

ような話があり、活用を抑制するような心理も働くところなのですが、国のガイドラインの

作成にあたって、払うべき十分な注意義務というのがどの程度なのかというのをはっきり

していただけるとガイドラインが非常に有用なものになると思いますし、自治体の実際に

使う業務に沿った具体的内容で国の方でお取りまとめいただくと、ＡＩの活用も進むので

はないかなと思いますので、ぜひ今回の提案を進めていただければと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございます、ただいまの御発言はそういった趣旨の御発言があった旨を記載

させて、意見を記載させていただく形で、神谷市長よろしいでしょうか。ありがとうござい

ます。 

他はよろしいでしょうか。清水市長。 

 

○清水さいたま市長 

さいたま市も、横浜市の提案に賛同したいと思います。 

生成ＡＩをはじめとする人口知能の技術は、住民サービスの向上と業務の効率化に大変、

大いに資するものであるというふうに私たちも捉えております。さいたま市でも職員に向

けた利用ガイドラインを作成しまして、令和５年 11月から生成ＡＩの業務利用を開始した

ところでございます。まずは文章作成を中心として、積極的に業務活用を進めているところ

でございます。 

今後、運用を重ねていくとともに、また効果や課題を検証していきたいと考えております

けれども、一般的には既に座長からの御提案にもありましたように、いろんなリスクがござ

いますので、リスクを十分に把握しながら、国としてのガイドラインを作っていただきたい

と思っております。特に２番目のＡＩ事業者への対策などについても、なかなかやっぱり単

独の自治体ということではやりにくいところも多々ございますので、そういう意味ではこ
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ういった視点も含めまして、御提案をいただきました山中市長の提案に賛同したいと思い

ます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

皆様、御意見をいただきましてありがとうございました。 

それでは提言につきまして、原案のとおり確定させていただいて、国に対して提言を行う

こととさせていただきたいと思います。 

要望行動は私に一任させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございます。 

 

４ 首脳提案 
（１）人材紹介会社による看護職員等の紹介手数料への対応について（川崎市） 
○座長（山中横浜市長） 

続きまして、次第４、首脳提案に移らせていただきます。資料２を御覧ください。 

皆様から御提案いただきました項目をまとめたものであります。時間の関係で提案の御

説明は５分程度、意見交換は３分程度とさせていただけると幸いです。 

それではまず、川崎市御提案の人材紹介会社による看護職員等の紹介手数料への対応に

ついて、福田市長、御説明をお願いいたします。 

 

○福田川崎市長 

川崎市からの提案は、人材紹介会社による看護職員等の紹介手数料への対応について、で

ございます。 

はじめに、看護人材の確保をめぐる現状について、でございますけども、高齢化により医

療需要が増大する一方、生産年齢人口が減少に向かっておりまして、看護職員の需要推計で

は今年度 5.5万人が不足する見込みです。また、看護師 ・准準看護師の有効求人倍率は全職

種と比較しても倍率が高く、今後も一層人材不足が深刻化する恐れがございます。 

こうした求職者優位の売り手市場を背景とし、近年、人材紹介会社が急速に台頭しており、

圧倒的なノウハウや迅速な対応が、特に人材不足にあえぐ中小の医療機関にとって大きな

魅力となっております。また、看護職員の採用経路を見ますと、人材紹介会社が首位となっ

ておりまして、求職者が利用する割合も約７割に達し、求人側、求職者側の双方にとって人

材紹介会社の利用は業界標準となっている実態がございます。このように多大なメリット

を有する人材紹介会社でありますけども、同時に深刻な影響も及ぼしております。 

１点目は、高額な紹介手数料でございまして、看護職員等の１人当たりの平均手数料が

70.2 万円となっております。手数料は年収の２割程度が一般的ですが、比較的年収の高い

看護職員等の手数料についてはこの２割に相当する 100 万円を超えることも多く、人材確
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保のため、高額な手数料を支払わざるを得ない状況にあります。加えて、都市部ほど高額と

なる傾向がありまして、特に九都県市ではより深刻な影響を受けております。 

２点目は、医療機関の経営を圧迫しているということです。近年の病院経営の状況につい

ては医業収益が増加している一方で、物価や人件費等の高騰によりまして、収入を上回る費

用がかかっており、全体の医業損益は▲１億 8,000万円から大幅に悪化しております。なか

でも人材委託費が対前年比費で 6.4％の増加になる中、紹介手数料は 20.1％の大幅な上昇

となり、公定価格である診療報酬で運営される医療機関の経営を圧迫する一因となってお

ります。また、こうしたことによりまして債務償還に必要な年数が長期間に及ぶことで、破

綻が懸念される病院が半数にのぼり、ある日突然病院が消える事態すら起こりかねず、地域

医療は非常に厳しい状況に置かれております。 

こうした状況を受けまして、九都県市内の医師会、病院協会、看護協会など多くの関係団

体から人材紹介会社に頼らざるを得ない実情や高額な手数料による経営の圧迫など、医療

機関を取り巻く悲痛な訴えを数多くいただいております。 

こうした状況の中で、国においては、主に （１）から （４）までの４つの視点で対応を行

っていますが、法令遵守の徹底や雇用仲介事業の見える化に重きが置かれ、手数料そのもの

に対する規制となっていないのが実情であります。 

このように看護職員等の確保が非常に厳しい中、人材紹介会社への手数料が非常に高額

となり、医療機関の経営を大きく圧迫している現状がございます。また、補足に記載のとお

り手数料の徴収方法については、職業安定法等によりまして、上限制と届出制の２種類が設

けられてはおりますけども、大半の人材紹介会社は任意の手数料設定が可能な届出制を採

用していることから、規制が機能しておらず、手数料の高額化を招く一因となっております。

こうした現状を踏まえまして、看護職員の安定的な確保を図る観点から手数料に係る適切

な上限設定やその実行性の確保等を行うとともに、内容を遵守させるために必要となる措

置を講じることを要望してまいりたいと考えております。 

川崎市からの提案は以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございました。 

福田市長の御提案につきまして、御意見ございましたらお願いいたします。 

大野知事、よろしくお願いします。 

 

○大野埼玉県知事 

御提案ありがとうございます。 

本県でも県内病院を対象に行った調査では６割以上の病院が、このような有料職業紹介

所を看護師採用の際に利用していて、しかしながら、これが非常に大きな負担になっている、

こういった声をまず聞いています。 



-11- 
 

その一方で、民間同士の契約により決定される紹介手数料に上限規制を設けるには、規制

目的の正当性であったり、規制の手段の目的達成に合理的に関連しているかを検討して、丁

寧な制度設計が求められるものと考えています。 

国においてはこうした点も踏まえ、適切な制度設計を行うと同時に、この制度が導入され

るまでの間は公定価格でやっていますので、医療機関が人材確保に必要とする経費を公定

価格に計上するなど、医療機関の経営を支援するために必要な対応を迅速に取っていただ

きたいと思っています。 

そこで、これらの規制に関しましては、先ほど福田市長の方からも適切な上限設定という

お言葉でございますので、埼玉県といたしましても丁寧な制度設計をお願いするという意

味で、川崎市の提案に賛同をしたいと思っています。 

 

○座長（山中横浜市長） 

大野知事、ありがとうございました。 

本村市長。 

 

○本村相模原市長 

川崎市の提案に賛成の立場から発言させていただきます。 

相模原市では、看護職員の育成、定着促進、復職支援の視点から相模原看護専門学校の運

営費補助、看護師等修学資金の貸付け、病院内保育施設の運営費補助、潜在看護師の復職支

援などの看護職員等の人材確保に係る事業に取り組んでいるところです。 

一方で、市内医療機関団体からは昨今の物価高騰に加え、人材不足、人件費増加等による、

医業経営に対する非常に厳しい状況が続いていることから、医療に対する物価高騰支援に

係る要望をいただいているところです。 

本提案により、医療機関における費用負担の軽減や看護職員等の人手不足解消による業

務改善等が期待されていますし、福田市長からもあった適切な対応を期待し、本提案に賛成

いたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

本村市長、ありがとうございました。 

その他御意見いかがでしょうか。 

それでは川崎市からの御提案について、原案のとおり確定させていただき、国に対して要

望を行うこととしたいと思います。 

要望につきましては、提案された福田市長にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

それでは福田市長、よろしくお願いいたします。 
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（２）公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における倒木等への対策について 
（相模原市） 

○座長（山中横浜市長） 

続きまして、相模原市御提案の公園 ・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における倒

木等への対策について、御説明をお願いいたします。 

 

○本村相模原市長 

それでは相模原市から説明させていただきます。 

１ページ目の、公園 ・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における倒木等への対策に

ついて、国に要望することを提案いたします。 

次のページをお願いします。 

樹木の整備・保全の歴史と提案の背景でございます。我が国では主に 1960年代以降、各

種の法令等に基づき、樹木の整備 ・保全を国策として積極的に進めてきましたが、それから

60年以上が経過し樹木の老木化、大径木化が進行しています。 

次、お願いします。 

本年４月に国土交通省から公表された倒木等による事故に関する全国調査の結果、倒木

等発生件数は老木化 ・大径木化の進行のほか、自然災害の激甚化 ・頻発化や病害虫被害の深

刻化により、増加傾向にあることが明らかとなりました。 

次のページ、お願いします。 

同調査の都道府県別の集計では、事故件数の最も多い東京都から神奈川県、埼玉県、千葉

県の順に上位を占めており、１都３県で多くの事故が発生していることも明らかとなりま

した。こうした事態は住民の安全安心な暮らしを脅かしており、九都県市共通の問題となっ

ています。 

次のページをお願いします。 

相模原市におきましても、全国的な傾向と同様に倒木等による事故は増加傾向にありま

す。本市では、市内外での事故等の発生を受けて、その都度緊急点検を行い、剪定 ・伐採の

緊急対応を実施しています。 

次のページ、お願いします。 

そうした中、全国では重大な事故も発生しています。令和４年８月に鹿児島県曽於市の小

学校で校庭の大イチョウの枝が落下し、校長先生が下敷きとなってお亡くなりになりまし

た。また、令和６年９月には東京都日野市の緑地でイチョウ並木の枝が落下しまして、下を

歩いていた男性が下敷きとなってお亡くなりになりました。なお、説明資料には掲載してお

りませんが、本市におきましても令和５年４月に民間施設のキャンプ場で倒れた樹木がテ

ントを直撃し、中で就寝していた女性がお亡くなりになるという大変痛ましい事故が起こ

っています。いずれも危険を予測することが困難だった事例であり、事故を未然に防ぐため

の取組の強化が必要となっています。 
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次のページお願いします。 

そうした問題が顕在化している一方で、樹木には、景観向上や環境保全、交通安全、防災

機能、生物多様性の維持、教材としての役割など、多面的な機能があり、これらの機能を引

き続き確保しつつ、事故等の防止を目的に適正な管理を行う必要があります。 

次のページお願いします。 

こうした公園 ・緑地、学校の樹木や街路樹の管理については、国において一定の指針等を

示しているものの、地方公共団体が実務を遂行する上で技術的支援が必ずしも十分ではあ

りません。例えば、指針等において、日常点検や定期点検を実施するよう示されていても、

点検周期や項目が明確にされていない場合があり、結果として地方公共団体の対応にばら

つきが生じることとなります。一定の管理水準を保ち安全を確保するためには国において、

より実務的なマニュアル等を示すなど点検 ・診断 ・剪定 ・伐採 ・更新 ・病害虫防除に関する

技術的支援の拡充を図ることが必要と考えています。 

次のページをお願いします。 

また、こうした取組に対する財政支援制度も十分に整備されておらず、多くの地方公共団

体においては限られた財源の中で対応を迫られており、財政的負担が大きな課題となって

います。継続的な対策が困難になる恐れもあり、国において国庫支出金や地方交付税の拡充

のほか、地方債の対象事業の拡充、拡大など、財政的支援の拡充も必要です。 

次のページお願いします。 

以上の背景や課題を受け、国に対し、昨今の倒木等による事故の発生を踏まえ、事故の未

然防止の考えに基づく管理計画の策定及び点検 ・診断 ・剪定 ・伐採 ・更新 ・病害虫防除につ

いて、国として技術的・財政的な支援を拡充することを要望したいと考えております。 

相模原市からは以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

本村市長、ありがとうございました。 

それではただいまの御提案について、御意見ございましたら挙手お願いします。 

神谷市長、お願いします。 

 

○神谷千葉市長 

千葉市でございます。相模原市の提案に全面的に賛同させていただきたいと思います。 

学校敷地内の樹木ですが、貴重な教育資源でありまして、良好な環境の形成に大きな役割

を担っておりますが、樹木の老木化がかなり進んできておりまして、維持管理の曲がり角と

言いますか、局面転換を迎えているのではないかなと思います。特に、外見だけでは判断が

つきにくい内部の腐りなどは、樹木医などの事前の診断が重要となっていますが、なかなか

そこまで対応ができておらず、今年４月に千葉市の小学校でも正門付近で倒木があり、この

時は人身ではなく物損事故だったのですが、危険性が現実のものとなってしまいました。 



-14- 
 

こうした事故を未然に防ぐためには樹木医などの診断が有効ですが、専門的な診断には

１本当たり 10 万円から 30 万円の費用がかかるという状況であり、その経費の確保に加え

て、費用対効果を踏まえた診断方法の検討が課題だと考えております。 

公園 ・緑地に関しましても、高度経済成長期以降に整備されたものが、一斉に老朽化を迎

える時期に今、当たっているのではないかと思っておりまして、生活に潤いと安らぎを与え

てくれる樹木の持つ多様な機能と生活の安心・安全をどう両立していくかが大きなテーマ

になっていくんじゃないかなと思います。 

こういったタイミングで、今回御提案いただきましたことは、非常にタイミングがいいと

思いますので、効率的かつ経済的な樹木診断や管理の実現と、それに対する財政的な支援、

専門的な診断への技術的支援の拡充など、九都県市として国に要望をぜひしていただけれ

ばと思っております。 

本村市長からの提案に賛同をするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

神谷市長、ありがとうございました。 

その他御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

先月、街路樹に関して自治体向けのガイドライン出されたのですが、非常に我が国に今後

大きな影響を及ぼす事項だと承知しております。 

それでは相模原市からの御提案につきまして、原案のとおり確定をさせていただいて、国

に対して要望を行うこととしたいと思います。 

要望につきましては、提案された本村市長にお願いをしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

ありがとうございます。本村市長、よろしくお願いします。 

 

（３）カーボンニュートラルの今後の取組への支援について（千葉県） 
○座長（山中横浜市長） 

それでは続きまして、千葉県御提案のカーボンニュートラルの今後の取組への支援につ

きまして、高梨副知事、よろしくお願いいたします。 

 

○高梨千葉県副知事 

千葉県でございます。千葉県からは、カーボンニュートラルの今後の取組への支援につい

て、国へ要望することを提案させていただきたいと思っております。 

カーボンニュートラルを取り巻く情勢は大きく変化しております。国は 2050年のカーボ

ンニュートラル実現に向けまして、2021 年に意欲的な目標を掲げた第６次エネルギー基本

計画を策定いたしました。しかしその後、ロシアによるウクライナ侵攻を契機に、国際的な

インフレや中東情勢の緊迫化など、エネルギーを巡る国際情勢は大きく変化いたしました。
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このような状況を踏まえまして、本年２月に策定された第７次エネルギー基本計画では、現

実路線への方針転換などが行われまして、６次計画で策定されていた水素等による発電目

標は記載されなくなっております。 

続いて、水素等の現状と課題です。現状、カーボンニュートラルに必要な技術開発は社会

実装に向けて着実に取組が進んでおります。例えば、鉄の還元に用いるコークスの一部を水

素へ置き換える水素還元製鉄や、火力発電の燃料である天然ガスを水素へ置き換える水素

専焼 ・混焼発電は国の支援もあり、着実に開発が進んでおります。これらの社会実装では莫

大な水素需要が見込まれておりまして、いかに低コストで必要量を確保できるかが重要と

なります。しかし、国の価格差支援制度などは 2030年度までに供給開始する事業のみが対

象となっており、その後の事業が対象外であることや、物価上昇、各国の政策変更の影響な

どから、供給コストが増大する懸念などが生じております。 

続いてＣＣＳの現状と課題です。国は 2030年までの事業開始を目指し、先進性のある９

案件を選定し、東京湾岸では、パイプライン輸送、船舶輸送による２案件が選定されました。

また、首都圏ＣＣＳ事業については、本年９月に千葉県九十九里沖が特定区域に指定される

など、着々と取組が進んでおります。しかし、国の支援策はパイプライン輸送については検

討が進んでおりますが、船舶輸送については今後検討という白紙状態であり、社会実装にあ

たって十分とは言えない状況となっております。 

以上から社会実装への課題ですが、カーボンニュートラルに向けた中心的な取組である

水素等の大規模利用、ＣＣＳの実施にあたっては、世界的な情勢変化などから不確実性が高

まっているという状況です。この不確実性の高まりが企業の投資決定を阻む大きな支障と

なっているため、国においては、支援制度を早期に明示し、投資を後押しすべきと考えてお

ります。そこでカーボンニュートラルを実現するため、次の事項について国に要望したいと

いう内容でございます。 

１点目として、水素等の安定調達について、2030年度より後に開始する事業に対しても、

価格差支援及び拠点整備支援と同趣旨の持続的な制度を創設していただきたい。また、価格

転嫁や企業価値の向上など、環境価値が適切に社会に受容される施策を一層推進していた

だきたい。 

２点目として、ＣＣＳの事業化に向け、パイプライン輸送の設備投資などに係る支援制度

を創設すること。また、船舶輸送係る支援についても、同様に方針を明示していただきたい。 

最後に３点目として、１点目及び２点目の制度構築に向けまして、企業の予見可能性を高

め、事業化や投資を促すため、早期にその検討状況等について明示しながら進めていただき

たい。 

千葉県からは以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

高梨副知事、ありがとうございました。 
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水素活用やＣＣＳの事業化について、御提案をいただきました。 

それではただいまの御提案につきまして、御意見ございましたら挙手をお願いします。 

黒岩知事、お願いします。 

 

○黒岩神奈川県知事 

ありがとうございます。千葉県の提案に賛同する立場から一言申し上げたいと思います。 

水素は、利用時にＣＯ２を排出しないクリーンなエネルギーであって、脱炭素社会の実現

に向けた 「キーテクノロジー」であると思っております。しかし、水素の供給コスト、これ

は依前として高止まりしておりまして、水素の利活用が進んでいない状況であることから、

千葉県提案のとおり、価格低減等に向けて、国による継続的かつ積極的な支援が必要と考え

ております。 

本県では水素にいち早く着目しまして、10 年以上前から民間事業者等と協議会を立ち上

げて、水素の利活用や燃料電池自動車の普及促進等に取り組むとともに、県庁自ら燃料電池

自動車を公用車として率先導入してきました。 

また、民間企業が行う技術開発等に関する投資を最大限促進させるため、国に対して財政

的支援を充実させるよう繰り返し要望してきたところでもあります。 

さらに、今年５月に国の 「燃料電池商用車導入促進重点地域」に本県が選定されたことを

踏まえまして、ＦＣトラックの導入や水素ステーションの運営 ・整備に対する補助を強化す

るなど、燃料電池商用車の普及拡大に向けた取組を強力に進めております。 

本県としては脱炭素化の取組を加速化させていくためには既存技術の活用に加えて、水

素などの次世代技術の実用化が不可欠と考えておりまして、引き続き脱炭素社会の実現に

向けてしっかり取り組んで参りたいと思います。 

千葉県の提案に賛成であります、以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

黒岩知事、ありがとうございました。 

福田市長、お願いします。 

 

○福田川崎市長 

千葉県の提案に賛成の立場から発言をさせていただきたいと思います。 

本市でも、日本で最大規模のカーボンニュートラルコンビナート推進協議会ということ

で多くの企業の皆さんに参加をしていただいて、水素の利活用についていろんな議論をさ

せていただいております。国の方でもファーストムーバーに対してしっかりと支援を行っ

ていくという促しは良いのですが、やはり今御指摘いただいたように、セカンドムーバー以

降がどうなるのかということがしっかり分からないと投資判断に至らないというところで、

やりたいんだけどどうなんだろうという戸惑いの声ということが聞かれていますので、し
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っかりそこの辺りを見せていくことが、今後のカーボンニュートラルに間違いなく必要な

ことだと思っていますので、ぜひ提案、趣旨賛同でございます。 

そして、ＣＣＳもとても大事で、水素の利活用とＣＣＳという両軸で回していくことがカ

ーボンニュートラルに資すると思っていますので、いずれの提案についてもすごく賛成し

ております。ありがとうございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございます。その他、御発言はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、それでは千葉県からの御提案につきまして、原案のとおり確定をさせ

ていただき、国に要望を行うこととしたいと思います。 

要望につきましては、提案された千葉県にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

それでは高梨副知事、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（４）持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の利用促進並びに原料となる廃棄物及び廃食用油の活

用について（東京都） 
○座長（山中横浜市長） 

続いて四つ目の提案といたしまして、東京都御提案のＳＡＦに関する御説明です。 

栗岡副知事、よろしくお願いいたします。 

 

○栗岡東京都副知事 

はい、それでは東京都でございます。持続可能な航空燃料であるＳＡＦの利用促進並びに

原料となる廃棄物及び廃食用油の活用について、提案させていただきたいと思います。資料

をおめくりください。 

航空分野における脱炭素の取組は世界的に急務となっておりますけれども、ＳＡＦはそ

の切り札とされております。国は本邦エアラインの燃料の一部をＳＡＦに置き換える、2030

年 10％という目標掲げておりますけれども、供給量がまだまだ少なくて高価なため、国内

の導入は限定的となっております。また、ＳＡＦの原料としてのポテンシャルが高い廃棄物

や、多くが廃棄されている家庭からの廃食用油の活用促進が不可欠です。そのため、国に対

しまして、以下の４点の要望を行うことを提案したいと思います。 

次のページお願いします。 

ＳＡＦは既存の化石燃料と比べて価格が高く、とりわけ国産ＳＡＦは海外産と比べて高

価であることから、供給と利用を阻害している状況にあります。海外では政府が価格差支援

等を行っている事例があるものの、日本では国に先駆けて、都が現在価格差支援を行ってい

る状況です。そのため、国内におきまして、航空分野におけるＳＡＦの利用が進むよう供給
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事業者に対しまして、既存燃料とＳＡＦとの価格差に係る財政補填をするよう要望したい

と思っております。 

次のページをお願いいたします。 

2025 年４月からは廃食用油を原料とする安定的な国産ＳＡＦの製造・供給が開始された

ほか、2030 年のＳＡＦの使用目標に向けまして、今後もＳＡＦ製造所の建設が予定されて

おります。しかし、原料は海外からの調達が見込まれ、国内原料の使用の具体的な目標や取

組が示されていないことは、エネルギーセキュリティやＣＯ２削減の観点から課題があると

考えております。そのため、ＳＡＦの製造目標におきまして、国内の廃棄物や廃食用油をど

の程度まで有効活用していくか、方向性を示すことを要望したいと思っています。 

次のページお願いします。 

また、家庭で使用された廃食用油、油の多くは回収されず廃棄されている現状にありまし

て、廃食用油からＳＡＦが製造されることは一般の方には十分知られておりません。そのた

め、東京都では世界陸上を契機としまして、家庭の油の回収を促進するキャンペーンを行っ

てまいりました。アスリートアンバサダーの北口榛花選手に御協力いただいてＳＡＦの認

知度向上を図ってまいりましたし、回収に便利なグッズ、ここに写真がありますけれども、

「江戸前じょうご」を配布して、回収の拡大にも取り組んでまいりました。廃食用油が有用

な資源であることをより広く知ってもらえるよう、国におきましても家庭からの回収促進

につながる施策の推進を要望したいと思います。 

次のページで、最後に家庭からの廃食用油をＳＡＦ原料としてより一層活用していくた

めには、暮らしに身近な回収所を増やすなどのサプライチェーンの構築が重要です。また、

廃棄物からＳＡＦの原料となるエタノール製造につきまして、国は実証等を支援しており

まして、都も採算性の検証などを補助していますけれども、まだ商用化の目処が立っており

ません。そのため、廃棄物や廃食用油をＳＡＦ原料として活用する先進的な取組に対しまし

て、財政的・技術的支援を要望したいと思っております。 

以上のとおり、九都県市首脳会議として国に要請することを御提案させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

栗岡副知事、ありがとうございました。 

ＳＡＦの利用促進に関する御提案でしたが、ただいまの御提案につきまして御意見ござ

いましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

特に御意見、御指摘等ないようでしたら、東京都からの御提案につきまして、原案のとお

り確定させていただきたいと思います。 

国に対して要望を行うこととしたいと思いますが、要望につきましては提案された東京

都にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

羽田、成田を抱える九都県市ならではの御要望だと思いました。 
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栗岡副知事、それではよろしくお願いいたします。 

 

（５）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備に係る地域の実情に応じた支

援について（さいたま市） 
○座長（山中横浜市長） 

続きまして、さいたま市から御提案の地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の

整備に係る地域の実情に応じた支援について、清水市長、御説明をお願いいたします。 

 

○清水さいたま市長 

はい、それではさいたま市からの提案につきましては、地域共生社会の実現に向けた包括

的な支援体制の整備に係る地域の実情に応じた支援についての要望でございます。画面上

の資料に沿って御説明をしたいと思います。 

まず、スライドの１枚目を御覧いただきたいと思います。複雑化 ・複合化する地域生活課

題に対応すべく地域共生社会の実現に向け、各市区町村におきまして、包括的な支援体制の

整備が進められております。国はこの支援体制の整備を推進するために、令和３年４月から

市区町村の任意事業として重層的支援体制整備事業を開始しております。 

次を御覧ください。 

重層的支援体制整備事業は、図のとおり、既存の相談支援や地域づくり係る事業に加え、

新たな機能であります多機関協働事業等から構成されておりまして、これらの事業を一体

的に行うことで既存事業の補助金が一体化されるとともに、さらに新たな機能に係る補助

金も追加され、交付金の交付を受けることが可能となるものでございます。しかし、重層的

支援体制整備事業を実施していく上でいくつか課題がございます。 

まず課題の一つ目でございますけれども、多機関協働事業における外部委託について、国

は本事業が担うべきマネジメント機能などを事業者のみで担うことは困難であるとの認識

から、令和８年度以降は全部委託を認めない方針を示しております。また、一部委託につき

ましても、今後、委託が可能な業務の範囲等が例示される予定となっております。しかし、

社会福祉協議会等の民間団体と構築をしてきた連携体制であるとか、あるいは民間の専門

知識を有する人材などを有効活用するなど、委託によって効果的に事業を実施している自

治体もございますので、委託が可能な業務の範囲等を示すに当たりましては、各自治体の実

情に応じて活用できる柔軟な制度設計を検討していただきたいと考えております。 

また、昨年度は今年度における多機関協働事業等に係る交付基準額を減額するという方

針が示されました。交付基準額は、人口区分に基づいて算出されておりますけれども、見直

しの根拠であります市区町村に対するアンケート結果では、人口規模の大きい自治体で国

の想定よりも実際の配置人数が多いという結果が出ています。もともと交付額が不十分で

あったにもかかわらず、減額の方針が示されたということになります。 
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さらに、本年５月の国の 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめにおきまして、

これまでの人口規模のみに応じた財政的支援から、機能や実施した取組に応じた支援を行

う必要性が示されました。しかし、大都市では支援対象者が多く、一定規模の体制整備が必

要不可避であるということから、大都市の特性も踏まえた支援実績等の評価の仕組みに基

づく財政的支援が必要だと考えております。 

次に、課題の二つ目でございますが、先ほどの中間とりまとめにおきましては、重層的支

援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市区町村に対しましても、

支援を拡大する必要性が示されました。重層的支援体制整備事業に該当しない形で既存の

枠組みを活用しながら、包括的支援体制を整備している自治体の中には、より広範囲で有効

な取組を行っているところもございます。支援の拡大に当たりましては、こうした各自治体

の実情を考慮し、できるだけ多くの有効な取組を行っている自治体が支援を受けられるよ

うにしていく必要があると考えております。そうした中で、大都市も必要な財源を確保でき

るような柔軟な制度設計にしていただきたいと考えております。 

次に、課題の三つ目でございます。内閣府は、警視庁が公表するデータを孤立死の推計値

の基礎とすることが妥当との結論を示しましたが、このデータについては市区町村別や性

別のデータが公表されていない状況でございます。 

包括的な支援体制の整備を進める上では、地域住民の社会参加等を促して、社会的孤立を

防ぐということが大変重要であると考えています。社会的孤立の状態にある人の傾向を把

握し、データに基づいた施策を推進するための基礎資料として、市区町村別のデータの提供

を求めていきたいと考えております。 

以上を踏まえまして、国に対して次のとおり要望したいと思います。 

まず、一つ目としましては、重層的支援体制整備事業について、柔軟な制度設計となるよ

う、各自治体の実情に即した見直しを行うこと。また、機能面や取組面の評価に応じた財政

的支援を行うこととなった場合は、大都市の特性も踏まえた評価の仕組みを構築すること。 

二つ目としては、重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備してい

る市区町村に対して、支援を拡大する場合についても、一つ目の要望内容を踏まえた制度設

計を行うこと。 

三つ目としましては、警察庁が公表する孤立死に関するデータについて、市区町村別の詳

細な人数のデータを各自治体に提供すること。 

さいたま市の提案としては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

清水市長、ありがとうございました。 

ただいまの御提案について、御意見がある方は挙手をお願いいたします。福田市長。 

 

○福田川崎市長 
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はい、川崎市です。清水市長の提案に大賛成です。本当に困ったものだと思っています。 

以前、川崎市のこういった包括的な支援施設のところも、厚労大臣が視察に来て、これは

素晴らしいと言って、こういう施設を全国に展開していくべきだと言っていただいたにも

関わらず、今回の仕組みでは全部委託が認められないという形になってしまうので、対象か

ら外れるという話も聞いていて、結局、包括的支援をやりたいのか、やりたくないのかわか

んないなと、減額もするしと、全くもって誤っていると思いますので、清水市長の提案に本

当に大賛成でございます。ありがとうございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございました。他は御意見いかがでしょうか、よろしいですか。 

複雑化・複合化した地域生活課題に対応する包括的な支援体制の整備に関する御提案な

のですが、自治体の状況によって事情様々ですので、おっしゃるとおり地域の実情に即した

柔軟な制度設計必要だというふうに感じております。 

それでは、さいたま市からの御提案につきましては、原案のとおり確定をさせていただい

て、国に対して要望を行うこととさせていただきます。 

要望につきましては、提案をいただいた清水市長にお願いをしたいと思いますが、皆様よ

ろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは清水市長、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（６）水道施設の老朽化対策及び耐震化の支援の拡充について（神奈川県） 
○座長（山中横浜市長） 

次の議題に移りたいと思います。神奈川県から水道施設に関する御提案であります。 

黒岩知事、よろしくお願いいたします。 

 

○黒岩神奈川県知事 

本県からは、水道施設の老朽化対策及び耐震化の支援の拡充について、提案させていただ

きます。画面上、お手元の神奈川県資料を御覧いただきたいと思います。 

表紙をおめくりいただきまして、まず提案の背景であります。水道施設はその多くが高度

経済成長期に整備されたため老朽化が進んでおりまして、令和５年度の国の調査によりま

すと、設置後 40年を経過した管路延長の割合は、全国で約 25％でありまして、この割合は

今後、さらに高まっていくことが予想されております。 

次のスライドを御覧いただきます。 

現状と課題であります。そのような中、今年４月に京都市で老朽化した水道管が破損した

ことによる漏水事故が発生し、国道１号が交通規制に至るなど大きな被害が生じました。ま

た、６月には本県の鎌倉市においても老朽化した水道管の継手部分のボルトが腐食し、離脱
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したことによる漏水事故が発生したことで、周辺地域約１万戸が断水し、住民生活に加え、

週末の観光地に大きな影響を与える事態となりました。 

次のスライドを御覧いただきます。 

水道事業者が水道施設の老朽化対策及び耐震化を計画的に進めるためには、多額の資金

が必要でありますけれども、右のグラフにあるとおり給水人口の減少に伴って水道料金収

入も減少しており、経営環境が厳しい状況にあります。そのため、こうした状況においては

防災 ・安全交付金等の国庫補助の活用が欠かせません。しかしながら、当該交付金は年度当

初から必要な予算が確保されておらず、補正予算による措置はあるものの、年度当初からの

計画的な施設整備事業の実施に支障をきたしかねない状況となっております。また、現行の

補助制度は下水道と比較しますと補助率が低く、加えて補助の採択基準についても要件が

厳しいため、利用できる事業者は限定的となっております。そこで、全ての水道事業者が必

要な資金を確保できるよう、現行の国庫補助制度をより利用しやすい制度にすることが重

要であります。 

次のスライドを御覧いただきます。 

また、老朽化等に起因する事故を防止するためには、施設の点検を含む維持 ・修繕や更新

を適切に行い、水道施設を良好な状態に保つ必要があることから、幅広い専門的知識や技能

を有する職員が欠かせません。しかし現状、水道事業の技術職員は減少傾向にあり、特に過

疎地域においてはすでに技術職員１人で対応しているエリアもあるなど、今後、人材不足に

よる施設の維持管理 ・更新業務等への支障が懸念されております。こうした問題を解決し、

安定した事業運営を実現するため、水道の技術職員の人材育成や確保のための取組などを

図ることが重要であります。 

そこで最後のスライドを御覧いただきます。 

提案内容です。 

１．水道事業者が計画的に老朽化対策及び耐震化を進められるよう、防災 ・安全交付金等

の国庫補助について、年度当初から十分な予算額を確保すること。 

２．防災 ・安全交付金等の国庫補助について、水道施設 ・管路に係る老朽化対策及び耐震

化事業の補助率を引き上げること。加えて、資本単価要件をはじめとする採択基準を緩和す

ること。 

３．水道事業に携わる技術職員の人材育成 ・確保を支援するほか、施設の維持管理 ・更新

に関する新技術の開発・導入の推進など水道インフラのメンテナンスの効率性向上に向け

た取組を加速すること。 

以上、３項目について特段の措置を講じていただくべく、九都県市首脳会議として国に要

請するといったことを提案したいと思います。ありがとうございました。 

 

○座長（山中横浜市長） 

黒岩知事、ありがとうございました。 
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それでは、ただいまの御提案につきまして御意見ある方は挙手をお願いいたします。 

清水市長。 

 

○清水さいたま市長 

さいたま市も神奈川県の提案に大賛成であります。 

本市も毎年度、更新率１％を目標に老朽管を更新して、併せて管路の耐震化を進めており

ますけれども、今後も更新時期を迎えた管路が増加していくことが見込まれております。水

道管路の更新には莫大な事業費が必要でありますが、近年の物価上昇の影響によりまして、

事業費は年々増加をしており、水道事業運営の大きな負担になっております。 

さらに御提案のとおり、安定した水道事業運営の実現には技術職員の人材育成、また確保

の取組が不可欠であります。特に平事だけではなく、災害時の業務にも備えていくためには

合同訓練などの必要性もございますし、また、その施設の設置などは単独自治体では難しい

という状況にございます。ぜひ、国に御支援をいただきたいと思っております。 

また、人材不足の解消や水道インフラの維持管理の効率性向上のために、本市でもスマー

トメーターの実証実験を開始しているほか、ＡＩを活用した漏水調査についても導入する

予定としています。効率性の向上にも新たなＤＸ技術の導入は不可欠でございますが、これ

らも財政負担が大きな障壁となっております。公営企業単独の財政措置については、対象事

業の拡大、また要件緩和など、国による積極的な取組が必要だと考えております。 

以上のことから、水道事業の持続的な運営に向けて、国による財政支援は必要可欠である

と思っております。神奈川県の提案に賛同いたしたいと思っています。 

 

○座長（山中横浜市長） 

清水市長、貴重な御意見ありがとうございました。 

その他、本件に関して御意見等いかがでしょうか、よろしいですか。 

まさに全国的な課題であり、広域的な課題であるというふうに思います。防災 ・安全交付

金の要件緩和や補助率の引上げなどは昨年もこの九都県市の会議で議題になりまして、国

の方に要望し、一部要件緩和、補助率引上げ等実施されたところではありますが、依前とし

て十分な支援とは言えない状況にあります。まさに広域的な課題であるというふうに考え

ますので、本件、非常に重要な要望だと考えております。 

それでは神奈川県からの御提案につきまして、原案のとおり確定させていただきたいと

思います。 

国に対する要望は、要望いただいた黒岩知事にお願いをしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

ありがとうございます。それでは黒岩知事、よろしくお願いいたします。 
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（７）「朝の小１の壁」の解消について（埼玉県） 
○座長（山中横浜市長） 

続きまして、埼玉県からの御提案です、小１の壁であります。 

大野知事、よろしくお願いいたします。 

 

○大野埼玉県知事 

ありがとうございます。埼玉県から朝の小１の壁の解消について御説明させていただき

ます。 

参考資料を見ていただきたいのですが、まず 「朝の小１の壁」でありますが、子どもの小

学校入学に際して、保育所の預かり開始時間と小学校の登校時間の差によって保護者等が

仕事などを変更せざるを得ない状況になること。これがいわゆる 「朝の小１の壁」と呼ばれ、

課題となっています。令和６年度に埼玉県が行った調査でも、平日朝の登校時間に合わせ、

約２割の保護者が「仕事を変更した」と回答いたしました。変更した内容については、「転

職した」、 「勤務時間の調整をしてもらった」、 「勤務地の調整をしてもらった」、 「在宅勤務な

どの勤務形態の調整をした」、 「退職をした」など、登校時間に合わせ様々な変更、調整を迫

られています。 

次のページをお願いします。 

朝の小１の壁について、令和６年度に国が行った調査では、学校がある日の朝の主な居場

所については、「子どもが１人で過ごす時間があり、不安がある」と回答した保護者の割合

は 28.3％と一定数を占めています。また、学校がある日の朝の始業前、子どもが現在「自

宅」で過ごしている保護者に対し、自宅以外の居場所の利用希望について尋ねたところ、 「と

ても利用したい」、「利用したいと思う」の合計で 30.3％と、全学年の保護者を対象とした

調査であってもニーズが一定程度見られ、特に小学１年生では保護者の 41.9％が利用を希

望している状況であります。 

次のページをお願いします。 

「朝の小１の壁」の解消に向け、地域の実情に応じて、朝の居場所づくりの対応を始めた

地方自治体もございます。埼玉県では、令和７年度より 「朝の小１の壁」に対応するため、

平日の朝、小学校等に子どもを預かる、「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」を実施す

る市町村に対し、事業に要する経費を補助しております。具体的な補助内容は、見守りを実

施する者の人件費、利用登録証や鍵等の消耗品費といった環境整備のための経費でありま

す。また、補助基準額は 200万円、基準額を上限に事業に用した経費の２/３の金額を補助

しており、志木市、行田市、富士見市、毛呂山町の４市町 10校で実施予定であります。利

用者からは、「おかげで時間休を取らずに済んでいる」などのお声もいただいています。た

だし、県の補助事業の実施期間は令和８年度までの２か年を想定しており、その後、地域の

実情を踏まえ、市町村が継続的に事業を実施する場合には国の財政措置が必要と考えます。

一方で、国においては自治体への実態調査に取り組んではいるものの、現段階で自治体に対
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する働きかけは、モデル事業への支援、事例紹介等に留まっています。真の 「こどもまんな

か社会」を実現するためには、国 ・自治体のみならず、企業を含む社会全体で 「こども ・子

育てに優しい社会づくり」に取り組むことが不可欠と考えます。子どもの小学校入学後も安

心して働き続けられる環境を整えることは、保護者自身のキャリア形成は元より、企業にお

ける人材確保にも資するものと考えます。 

これらを踏まえ、「朝の小１の壁」解消に向けて、次のとおり九都県市共同で国に要望を

したいと考えております。 

１．国として、「朝の小１の壁」については、社会全体で取り組むべき課題であることを

明確に打ち出すとともに、多様でより柔軟な働き方が可能となるよう、企業の働き方改革が

一層促進されるための取組を推進すること。 

２．地域の実情を踏まえ、「朝の小１の壁」の解消に向けた事業を地方自治体が実施する

場合には、各自治体が安定的に事業を実施できるよう、十分な財政措置を行うことでありま

す。 

以上、よろしく御検討ください。 

 

○座長（山中横浜市長） 

大野知事、ありがとうございました。 

それでは、ただいまの御提案について御意見ございましたらお願いします。 

神谷市長、お願いします。 

 

○神谷千葉市長 

千葉市でございます。大野知事の御提案に全面的に賛同する立場から意見を述べさせて

いただきます。 

朝の小１の壁につきましては、保護者が仕事と子育てを両立する上で重要な社会問題に

なってきていると思っております。自治体によっては、千葉県内でも、まだ千葉市はやって

ないのですが、居場所づくりの取組を始めた自治体もあると承知していますけれども、様々

な手法がありまして、教室に見守り員を配置したりですとか、放課後児童クラブの枠組みを

活用したりなど、地域の状況に応じて多岐にわたっていて、試行錯誤の段階ではないかと思

います。 

国は、自治体に対してモデル事業への支援ですとか、事例の紹介に取り組んでおられます

けれども、課題へ対応するように働きかけは進んでいるように思いますが、この課題の解決

に関しましては、保護者の雇用主であります企業側が果たせる役割も大きいのではないか

というふうに思っておりますし、さらに言うと企業にも果たすべき一定の責務があるので

はないかと思います。小学校入学後も保護者が安心して就労継続できるように、企業におけ

る時差出勤、テレワーク、フレックスタイムといった柔軟な働き方を可能とする体制整備を
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一層進めていくことが効果的な対策の１つになるのではないかと考えておりまして、企業

側にも主体的な取組をぜひ取っていただきたいと思います。 

朝の小１の壁の課題については、国、自治体、企業、地域を含む社会全体で取り組むべき

課題であるという認識を関係者に持っていただいて、企業における働き方改革のさらなる

後押しですとか、自治体への必要な支援をしていただけると大変ありがたいと思いますし、

解決に向けた近道ではないかなと思います。 

「こどもまんなか社会」を実現していくためには社会全体で取り組んでいかなければな

りませんので、そういった共通認識を広げていく意味におきましても、今回の御提案は時宜

を得たものであると考えておりまして、御提案に賛同するものでございます。よろしくお願

いします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

神谷市長、御意見ありがとうございました。 

その他御発言、本村市長お願いします。 

 

○本村相模原市長 

埼玉県の提案に賛成の立場で発言させていただきます。 

相模原市でも、朝の小１の壁は重要な課題だと感じておりまして、児童クラブ等への子ど

もを送迎する市職員や、朝、子どもと一緒の時間に家を出る市職員が勤務の始めまたは終わ

りに２時間まで休める市独自制度としての 「子育て部分休暇」を令和５年度に新設いたしま

した。令和７年４月には、市立児童クラブを利用している保護者を対象とした満足度や児童

の居場所に関してのアンケート調査を実施いたしまして、先ほどの小１の皆さんの保護者

からも 41％の支持があったように、本市内でも朝の子どもの居場所に対して、一定のニー

ズがあることを把握しております。それを踏まえまして、令和８年度から市内３校を対象と

したモデル事業を実施し、相模原市における朝の子どもの居場所の在り方を検討する予定

です。 

将来的な事業の拡大を見据える中、事業を安定して継続できる体制を構築するためには、

国において必要な財政措置を講じることが必要であると考えていることから、本提案に賛

成いたします。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

本村市長、ありがとうございました。 

その他御発言はございませんでしょうか。 

横浜市におきましても、この朝の居場所づくりのモデル事業を実施しているのですけど

も、やはりかなりお声が、期待が高い印象です。自治体が安定的に事業を実施できるよう、

財政措置、必要だというふうに考えております。 
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それでは埼玉県からの御提案につきまして、原案のとおり確定をさせていただいて、国に

要望を行うこととしたいと思います。 

要望につきましては、提案をいただいた大野知事にお願いをしたいと思いますが、皆様よ

ろしいでしょうか。 

それでは大野知事、よろしくお願いいたします。 

 

（８）学校部活動の地域展開等の推進に係る支援について（千葉市） 
○座長（山中横浜市長） 

続きまして、千葉市から御提案の、部活動に関する御提案です。 

神谷市長、よろしくお願いいたします。 

 

○神谷千葉市長 

千葉市からは、学校部活動の地域展開等の推進に関する支援について、提案をさせていた

だきます。 

まず、地域展開等の必要性ですけれども、生徒がスポーツや文化芸術活動に参加する貴重

な機会が学校部活動ですが、左のグラフにありますように、加入している生徒数と割合は共

に全国的に減少傾向でございまして、直近５年で生徒数は約 62,000 人、加入率は 6.8％の

減となっております。また、右の図のとおり、全国の運動部の部活動数も減少が続いており

まして、直近５年で 6,000部以上が廃部となっているという状況です。少子化が進む中で、

部活動そのものの維持が難しくなってきており、そのあり方の見直しとして、地域クラブへ

の転換や、部活動指導員の配置を柱とする地域展開等を推進することは必要なことだと考

えております。 

次、お願いします。 

国の方では、部活動の地域展開等が推進されていますが、左に記載のとおり、部活動指導

員の制度化や、各種ガイドラインの制定などに取り組まれております。中ほどの図のように、

地域展開に係る実証事業は自治体数を拡充しながら進められており、右の図のように部活

動指導員の配置人数についても、令和元年度と比べると３倍程度となっており、もはや学校

現場では欠かせない人材だと思います。 

国の方では、令和８年度から 13年度までを改革実行期間と位置付けておりまして、この

期間内に休日は地域クラブへの転換を完全に実施、平日は地域の状況に応じて実施すると

の方針が示されています。それぞれの自治体で、この方針に基づいて取組が進んでいますが、

左下に記載しましたように地域クラブの運用には指導者の育成など、様々な対応が必要に

なってまいります。国において、現在検討されている新しい制度、地域クラブの自治体によ

る認定制度への対応も加わってまいりまして、事務負担が重くなったり、そもそも認定が受

けられる団体があるのか、認定以前に育成が先ではないかと思うところではありますが、事

務負担 ・財政負担が懸念されます。そして、右下にも記載してありますが、大会のあり方に
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ついては、現状、運営の大部分を教員に依存しており、地域の力だけでは代替えが難しく、

上位大会などとの関係から１つの自治体のみでは解決が困難な課題であり、地域展開等を

進めていく上での１つの支障になっていると思います。国ではこうした課題に関しまして、

解決に向けた道筋を示していただきたいと思いますし、改革の実行期間を通じて、最終的に

目指す姿だけではなくて、そこに至るまでの進め方について、国からの具体的な支援も含め

て、現実的な内容でぜひ示していただいて、自治体が着実、そして円滑に地域展開等を進め

ることができるようにしていただきたいと考えております。 

次に地域クラブへの転換についてですが、地域クラブを安定的に運営していくためには、

指導者や運営団体に対する適正な報酬が必要となります。千葉市の試算では、休日の地域ク

ラブの運営経費については年間約５億 3,000 万円程度と見込んでおりまして、そのうち約

４億円は指導者への謝金でございます。それに対する費用負担として、保護者の負担額を仮

に国で検討している 3,000 円とした場合に、公費負担は１億 5,000万円となります。今後、

全国で地域展開等が進んできますと、自治体間で指導者に対する引き合いも強まりまして、

指導者の報酬も上がっていくことが懸念されます。子どもたちの体験格差を生じさせない

ためにも、保護者の負担額の増加は極力抑えることが必要だと思いますが、公費負担が増加

しますと、自治体の負担も課題となることが懸念されますので、国からの十分な財政支援が

必要ではないかと思います。 

次に人材の掘り起こしですが、左の図は千葉県に運営していただいております指導者の

人材バンクにおける千葉市での登録状況ですが、大学生からシニア世代まで様々な年代の

方に登録いただいておりますが、そのうち 20 代から 50 代の勤労世代にも多く登録をして

いただいている状況です。ですが、実際に依頼をしてみますと会社から副業が禁止されてい

るですとか、報酬が受け取れないといったことが明らかになりまして、実際の活動につがら

ない事例もありました。このため、意欲ある勤労世代の活動につなげられるように、また人

材の掘り起こしができるように、民間事業者からの協力、雇用主からの協力を得られること

が重要であると考えております。副業制度の整備の取組や、社員を指導者として派遣してく

れた事業者に対しまして、税制上のインセンティブ制度を設けるなど、実効性のある支援策

の創設が必要ではないかと思っております。 

次に部活動の指導員の配置ですが、自治体によっては地域クラブの運営団体の確保が難

しくて、部活動指導員の配置が実情にあった手法として採用されている状況があると思い

ます。ですが、時限的な措置として部活動指導員は位置付けられており、その補助制度につ

いても配置年限が５年に限定されています。また、右のグラフのとおり、最低賃金と千葉市

における時給は上昇している中で、補助単価は全国で一律 1,600円に据え置かれており、実

態との乖離も大きくなっています。また、研修や民間委託に係る費用は補助対象外となって

おり、部活動指導員の量と質の確保のためには、実態にあった補助制度に拡充することが必

要ではないかと思います。 

以上から、次の４点を九都県市として国に要望してはどうかと考えております。 
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１点目は、部活動の地域展開等により目指す姿と、そこに至るまでの改革実行期間におけ

る進め方について、現実的なものとなるように検討していただき、早期に詳細に示していた

だくこと。その際、解決が必要な課題への対応や、支援体制についても、はっきり示してい

ただきたいということ。 

２点目が、地域クラブへの転換について、今後全国的に進むと、担い手不足で運用経費が

高くなることが想定されますので、安定的 ・継続的に取組が進められるような、十分な財政

措置を行っていただきたいこと。 

３点目が、人材の確保につながるように、従業員の柔軟な働き方や、副業制度の整備等を

行う民間事業者に対し、支援策を作っていただきたいこと。 

最後が、部活動指導員の配置につきまして、補助単価の引上げ、期間の拡大、民間事業者

への委託費用を補助対象経費に含めるなどの財政支援を拡充することです。 

以上が千葉市からの提案となります。よろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

神谷市長、貴重な御意見ありがとうございました。 

それでは、ただいまの御提案について、御意見ございましたら挙手お願いします。 

黒岩知事、お願いします。 

 

○黒岩神奈川県知事 

はい、ありがとうございます。千葉市の提案に賛同する立場から一言申し上げたいと思い

ます。 

本県では、令和５年 10月に部活動の地域移行に関する方針を策定し、地域移行や地域展

開に積極的に取り組む市町村の事例を他の市町村に波及させるなど、その取組を後押しし

ております。こうした中、生徒や保護者からは部活動の地域展開によって生じる地域クラブ

活動の会費や保険料などの費用負担を心配する意見がありまして、本県としても新たな費

用負担を生じさせないために、国に財政措置を講じるよう提案しているところであります。 

将来にわたって、全ての子どもたちが自らの関心や適性を深め、自律的な成長へとつなげ

ていく上で、継続的にスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保することは重要である

と考えますから、その役割を果たす学校部活動の地域展開等を推進する千葉市の提案に本

県としても賛同したいと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

黒岩知事、ありがとうございました。 

その他、御発言はございませんでしょうか。清水市長、お願いします。 

 

○清水さいたま市長 
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さいたま市も千葉市の提案に賛同の立場から御意見を申し上げたいと思います。 

本市におきましても、将来にわたって子どもたちが継続的にスポーツ及び文化芸術活動

に親しむ機会を確保 ・充実できるように、学校部活動の地域展開に向けた取組を推進してい

るところでございます。こうした中で、本市では令和５年度に、「さいたま市地域スポーツ ・

文化クラブ活動体制整備研究協議会」というものを立ち上げまして、現在まで多くの会議で

協議を重ねているところでございます。その中では、本市の課題として、指導者の質と量の

確保、平日と休日の連携、受益者負担のあり方などが挙げられております。また、外部団体

に実証事業を委託しまして、指導者の人材バンクに向けた取組、また持続可能な財源確保に

向けた取組など、モデル校８校で実証事業を検証しているところでございます。 

しかしながら、本市は、部活動数が非常に多く、地域クラブ活動の指導者の十分な確保が

難しいといった点や、多くの指導者が必要なため、必要な報酬額も多額となって、財政負担

が大きい点が課題でございます。財政負担の軽減のためには、受益者負担を求める方法もご

ざいますが、家庭の事情でその費用負担が難しい場合などもございます。仮に一部受益者負

担としても、自治体の財政的な負担が大きい点は解消されないと考えております。 

さらに、地域や学校規模によって部活動の実態が異なるため、多様な地域クラブ活動のあ

り方が想定され、それぞれの学校の実情に応じた柔軟な対応が求められ、持続可能な運営体

制の構築も必要となっております。加えて、令和９年度以降の文部科学省の財政措置の方針

が示されていないことも、自治体の取組推進の足かせとなっております。 

こうした課題も踏まえまして、学校部活動の地域展開等の推進支援の充実を求める千葉

市の提案については、大変有意義であり、大変重要なことだと思います。大いに賛同したい

と思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 

清水市長、ありがとうございました。 

その他御発言いかがでしょうか。ないようでしたら、千葉市からの御提案について、原案

のとおり確定させていただきます。 

国に対して要望を行うこととしたいと思いますが、要望につきましては提案をいただい

た神谷市長にお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、神谷市長、よろしくお願いします。 

 

５ 協議 
（１）地方分権改革の推進に向けた取組について 
○座長（山中横浜市長） 

以上で首脳提案、終えまして、続きまして次第の５、協議に移りたいと思います。 

地方分権改革の推進に向けた取組についてであります。事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

それでは資料３を御覧ください。 

１枚おめくりいただきまして、表の上段の検討の経過でございますが、国等の動向を注視

しつつ、九都県市として意見を表明すべき事項の検討を行いました。下段の検討の成果、今

後の取組案ですが、要求文案を取りまとめ、今後は政府や国会議員への要請活動、機会を捉

えた意見表明など適時適切に対応していくこととしております。 

続いて、要求文案について御説明いたします。今年春の要求文をもとに、構成や文言の整

理を行ったほか、喫緊の課題等を踏まえた要望となるよう、取りまとめを行っております。

新規あるいは修正箇所を黄色のマーカーで示しております。本日は主な変更点について御

説明いたします。１ページを開きください。 

まず、 「Ⅰ 真の分権型社会の実現」です。１ページから２ページにかけまして、 「 （１）更

なる権限移譲の推進」については、地方自治体の規模や能力は多様であり、直面する課題も

異なることから手挙げ方式など、個々の地方自治体の発意に応じた権限移譲について積極

的に取り組むことを求めております。 

続いて、４ページ、 「Ⅱ 真の分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築」でございま

す。５ページの「 （４）物価高及び人件費の増加に係る財政措置」については、物価高によ

り地方の経費全般が増加していることを踏まえ、必要となる経費について適切に地方財政

計画に反映させるほか、地方交付税や国庫補助金等の算定においても物価高の影響を適切

に反映することを求めております。 

続きまして、12 ページをお開きください。「Ⅲ 道州制、広域連携の議論に当たって」で

ございます。広域連携の新たな枠組みの検討において、地方自治体等に対し、十分な意見聴

取と協議を行うことを追記しております。 

最後に、「Ⅳ 持続可能な地方行政のあり方に関する議論に当たって」でございますが、国

では、自治体の行財政のあり方を持続可能なものにしていくため、国 ・都道府県 ・市町村の

役割分担の見直しが検討されています。こうした検討においては、地方分権や市町村優先の

原則を基本とし、都道府県や指定都市の実情を踏まえた上で、国と地方との間で、議論を行

っていくことを、新規項目として追加いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございました。 

ただいま事務局が説明した内容につきまして、御意見等ございましたら挙手をお願いい

たします。 

高梨副知事、お願いします。 

 

○高梨千葉県副知事 
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Ⅱの「 （１）地方税財源の充実・確保」に関しまして、提言に賛成する立場ではございま

すが、修文過程で合意を得られなかった部分についての本県の意見を知事から預かってお

りますので、発言をさせていただきます。 

行政サービスの地域間格差の原因である税源の偏在是正につきましては、８月末に埼玉、

神奈川、千葉の３県で総務省及び財務省に対しまして、住民の不公平感や医療 ・福祉の人材

流出といった課題を指摘しまして、具体的な是正措置を早急に講じるよう要請したところ、

総務大臣と問題意識を共有していることが明らかになった、と知事から聞いております。 

また現在、総務省の地方税制のあり方に関する検討会においては、全国知事会や経済団体、

地方自治体へのヒアリング等を踏まえまして、税源偏在や財政力格差の状況の分析や議論

が進められているところでございます。この検討会の中では、全国知事会や全国市長会のほ

か、指定都市市長会を代表して、千葉市からも３県が総務大臣に伝えたことと同様の意見が

あり、有識者の方々にも御理解が得られたものと考えております。 

千葉県としては、引き続き国に対して税源の偏在性が小さく、税収が安定的な税体系の構

築についての早期実現を求めていくとともに、必要に応じて国の検討にも協力していきた

いと考えております。以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

高梨副知事、ありがとうございました。 

その他、御意見ございましたら。大野知事、よろしくお願いします。 

 

○大野埼玉県知事 

ありがとうございます。ただいま千葉県からお話があったことにつきまして、埼玉県とい

たしましても修文を求めるものでは、現時点で合意がありませんのでいたしませんが、偏在

是正についてお話がございましたので、私からも若干触れさせていただきたいと思ってい

ます。 

現在、 「令和７年度与党税制改正大綱」や 「骨太方針 2025」を受け、 「地方税制のあり方に

関する検討会」において検討が進んでおり、先般、高市内閣総理大臣の所信表明でも 「税源

の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り込む」との発言がなされ

ました。 

その一方、東京都と周辺自治体の地域間格差がもはや看過し得ない水準にまで拡大して

おり、税源の偏在是正措置は待ったなしと考えております。地方法人課税については、令和

元年度に特別法人事業税 ・譲与税制度が創設され、一定の偏在是正措置が講じられましたが、

当時の東京都の地方交付税の算定における財源超過額は約 1.2 兆円でございましたが、現

在では令和７年度で約２兆円と拡大をした結果、財政力格差がさらに広がっています。 

特にｅコマースの更なる進展等により、経済センサスにおける小売業のインターネット

販売額が直近５年で 2.5 兆円増加している一方で、個人小売店の店舗数や売上高が減少し
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ていることから、インターネット販売の全国シェアが高い東京都への税収集中が一層進ん

でおります。 

これらの状況のほか、行政サービスの格差の状況、保育人材の流出など東京に隣接する３

県がどのような困難に直面しているのかについて、先月開催された 「地方税制のあり方に関

する検討会」のヒアリングでお伝えをさせていただきました。検討会においては、東京都か

らは地方税に地方交付税等を加えた 「人口１人当たりの一般財源額で比較した場合、都は全

国平均と同水準であり、自由に使える財源が潤沢にあるわけではなく、是正すべき偏在は存

在しない」との主張がありましたが、投資的経費に充当している財源の内訳を見ると一般財

源の割合が 47.5％と、全国平均の 14.6％を約３倍、大きく上回っている状況であり、一般

財源を他県よりも高い割合で投資的経費に充当できるほど財源の余力があると考えていま

す。 

また、東京都からは「ネット販売の７割に当たる主要 30 社のうち 14 社が都以外に本店

を置き、27 社が都以外に事業所等を配置しており、倉庫・物流拠点や従業員数に基づきＥ

Ｃ事業者の法人事業税は全国の自治体に帰属している」との主張もありましたが、東京都の

おっしゃる主要 30社の根拠として示している「月刊ネット販売」による売上高調査はイン

ターネット販売をする事業者のみが対象となっており、ｅコマースのプラットフォーマー

やクラウドサービス提供など、物販以外の事業者は含まれておらず、ｅコマース全体の分析

に適しておらず、有識者の委員からもこの旨の指摘がございました。 

なお、経済センサスにおける小売業のインターネット販売額の全国シェアは埼玉県 4.2％

に対して、東京都 41.2％と 10倍であり、税収集中が進んでおります。 

このほか、有識者の委員からは 「東京都と同様の施策を展開する地方団体も全国に存在す

る」との東京都の主張に対し、「それぞれの団体ではとても東京都と同じ政策を全て実施す

ることはできない」、「それだけを見ても財政力格差、行政サービスの格差が生じていると言

えるのではないか」といった趣旨の指摘が相次ぎました。 

さらに、この検討会ではヒアリングを行った都県以外からも幅広く意見等を聞くため、総

務省がアンケート調査を実施した結果、多数の道府県や政令指定都市から行政サービス格

差の原因として、税収の偏在 ・財政力格差を指摘する意見が寄せられたところであります。 

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律附則第９条では、「政府は、この法

律の施行後適当な時期において、この法律の状況を勘案し、必要があると認めるときは、こ

の法律の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする」と定

められています。 

ついては、この附則第９条を履行し、法律の施行後の全国の状況を勘案し、適切な偏在是

正措置を早急に講じるよう働きかけていく必要があり、先ほど申し上げたとおり、修文まで

は求めませんけれども、是非意見としてノートしていただきたいと思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 
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ありがとうございます。 

黒岩知事、お願いします。 

 

○黒岩神奈川県知事 

はい、千葉県、埼玉県の意見に賛同する立場から発言させていただきます。 

本県では、これまで子ども施策など東京都との間で行政サービスの地域間格差が生じて

おりまして、その背景には財政状況の違いがあると繰り返し申し上げてきました。東京都が

国際都市としてインフラ整備など地域の魅力を高めていただくのであれば、近隣県として

もありがたいことでありますけども、個人に対する給付のような行政サービスで地域間格

差が拡大しますと、県民目線から見て納得できないという感じになると思います。 

一般的に人口密度が上昇するほど、人口１人当たりの必要とされる一般財源額は小さく

なる傾向にありますが、東京都はその傾向から外れておりまして、必要以上の一般財源を得

ているものと考えております。また、経常的経費が一般財源に占める割合を示す 「経常収支

比率」を見ても、東京都と本県の間では 15ポイント近い差がありまして、財政的に余裕は

なく、東京都の打ち出す施策に追いつくことはできません。 

先月から来年度の予算編成がスタートいたしましたが、神奈川県の場合、現段階で 500億

円の財源不足を見込んでおりまして、収支均衡に向けて頭を悩ませているところでありま

す。そうした中、来年度からは私立高校の授業料無償化が実現する見通しとなっております

けども、先行実施していた東京都がこの浮いた財源を活用して新たな個人給付を始めるこ

とになりますと、さらに格差が拡大してしまうのではないか、懸念しているところでありま

す。 

更なる格差を生じさせないためにも、地域偏在性が小さく税収が安定的な税体系の構築

に取り組んでいただくよう、国に対して強く働きかけていく必要があると考えます。 

繰り返し申し上げていますけど、東京都が悪いと言っているわけではなくて、東京都は自

由にそういった財源を使えるような仕組みになっている、その仕組みが悪いということを

言っているということを最後に付け加えておきたいと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

黒岩知事、ありがとうございました。 

東京都、はい。 

 

○栗岡東京都副知事 

今、３県から色々御意見いただきましたので、改めて私から少し反論させていただきたい

と思います。 
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まず、行政サービスの地域間格差について、最初お話しいただきましたが、そもそも税収

に地方交付税等を加えた１人当たりの一般財源額で見れば、都は全国平均と同水準だとい

うことを何度も申し上げております。 

また、人口が多いところについては、１人当たりに必要とされる一般財源額は基本的に少

なくなるという御指摘もありましたけれども、例えば東京都の場合は、300万人を超える昼

間流入人口について、需要算定上は 72万人しか考慮されていないことから実態と比べて乖

離がありますし、その他で申し上げると、首都警察の機能や国際都市としてのインフラ整備

など、他の県ではなかなかない需要も多々ありまして、基本的には重要なところについて反

映されていない需要がかなりあると考えております。 

先ほどｅコマースについても、対象が違うというお話がありましたが、私どもが言ってい

る統計数字と、経済センサスの数字はあまり変わりません。６兆円と 5.9兆円という前提で

話しておりますので、必ずしもご指摘の点は当たらないと思っています。シェアだけではな

くて、税収の帰属のところで見ていただきたいと考えております。 

私からの反論は以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

今、それぞれの知事、副知事から御意見ございましたが、その他いかがでしょうか。 

再発言でも結構ですけれども、いかがでしょうか。ございませんか。 

毎回、この地方分権のところでこういう議論になります。全会一致が原則の九都県市首脳

会議ですので、今回またどうするかという議論になりますが、このようなやり取りを毎回続

けることのぜひというのも、そろそろ議論しなきゃいけないなと思います。事務方同士では

下調整はしているんです。今回も全会一致の原則がありますので、修文なしの方向かなとは

思っているのですが、今後、毎回、地方分権、多極分散型の社会の構築に関しては皆様、総

論、異論ないかと思うのですが、多極分散型社会の実現に向けて、九都県市首脳会議におけ

るこの地方分権のところでの毎回のこの議論に関して、皆様もどかしく思っているという

ふうに思います。 

今回は原案のとおり確定させていただきたいと思うのですが、この議論、この地方分権の

項目に関する議論のあり方について、そろそろ本格的にどうするのかというのを、この九都

県市首脳会議でずっとこれ続けるのか、そろそろ皆様の御意見も伺った上で、どうしていく

のかっていうのを決めた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。毎回こうい

う議論が繰り返され、それで事務方間で全会一致が原則だから修文なしとするところで、今

回まではそれでいいと思うのですけども、次回以降どうするのかっていうことに関して、ち

ょっと議論をしていく時期なのかなと思いますけど、大野知事、いかがですか。 

 

○大野埼玉県知事 
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ちょっとすみません、明確にしておきたいので是非、座長のお話について。これは、地方

分権改革の実現そのものをどう扱うかということなのか、その中での税財源、特に地方の税

源の偏在について扱うことを議論から避けるのか、あるいは、修文を目指すのはなかなか難

しいと個人的には思うんですけれども、例えば、分科会等を作って議論するとか、そういう

建設的な方法なのか、あるいはこれ自体をトピックとしないのか、その辺の、どういう整理

を座長は今お考えなのか、そこだけまず教えていただけますか。 

 

○座長（山中横浜市長） 

両方の可能性があると思いますが、私は建設的な議論に向けて進めていきたいなと思う

のですが、そこ、まさに九都県市の首脳が集まっているので議論したいのですけども。せっ

かくですので。今回はこれでいいと思うのですけれども、今後の方向性について、東京都、

いかがですか。 

 

○栗岡東京都副知事 

おそらく首脳で議論をしても、ここの点についてはなかなか立場が違っているところが

あり、一致していくのはかなり難しく、今ギリギリここの文案のところについては合意しま

しょう、という話になっていると思う。この九都の中で１つ１つのこの分権の今論点になっ

ているところを、掘り下げて議論を進めていくというのはかなり難しいという気がします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

大野知事。 

 

○大野埼玉県知事 

すみません、先ほどお話求められたのでそれに合わせて申し上げると。ただ、いずれにし

ても、今日、お二人、副知事の方がお越しになっていて。やり方としては二つあって、おそ

らく事務的に積み上げていく。ただ、これ事務的に積み上げていって片が付くとは正直思え

ないところがあります。あるいは、仮にこの首脳会議で議論するとしても、大変失礼な言い

方ですけども、知事がお越しにならないと責任持っておっしゃれないんじゃないかと思う

ので、ちょっとここで方向性を決めるのも、若干、私には慮れるところがあって、皆さんが

お越しになったところで、「じゃあ次までにこうしましょう」みたいにまだ言えるとは思う

のですが。私は構わないですけど、ただ、そうなると千葉県さんと東京都さん、特にきつい

のではないかと私は個人的には類推しますけど。 

 

○座長（山中横浜市長） 

他、御意見は。大野知事のおっしゃるとおりかなと思います。 
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やっぱり九都県市の首長が全員揃ったところで、次回、改めてどういう扱い方をしていく

のかというところに関して議論をする機会を設けられるといいのかなと思いますが、皆様

よろしいでしょうか。 

福田市長。 

 

○福田川崎市長 

今日はこの原案で修正案がないので、このまますべきだと思いますし、次からの議論は次

から、次のまた座長があり、その仕切りがあるのではないかと。その中で個々に事務局に御

意見をこの期間の中で言っていくということはありだと思うのですが、ここで次の話の仕

切りまで決めてしまうというのはいかがかなと思っています。東京都、千葉県も知事いらっ

しゃいませんので、そういった意味で今後の議論の方向性まで決めてしまうというのはち

ょっといかがかなと思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 

すみません、九都県市の知事がいるところで、ですので次々回ということになるのですか

ね、次回の方向性に関して。 

 

○福田川崎市長 

ですから、今日はここでよろしいのではないでしょうかと。今日の修文なしで、皆さん御

意見言われたということで。座長で締めていただければと思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 

それは、私もそれでいいと思います。 

はい、神谷市長。 

 

○神谷千葉市長 

この報告は地方分権改革の推進についてというのが大きな表題になっており、政府との

関係で、九都県市がまとまって意見を出していくということは大事だと思っており、要望文

全体の中で合意がなかなか見い出せないところはかなり限られていると思います。 

偏在是正の議論は、お互い立場がありますので、税収が減るところと増えるところが合

意するのは極めて難しいと思い、今政府も枠組みが変わって税制についてかなり大きな動

きが出ると思うんですよね。ですので、今回はこういった形でギリギリのところで文面が固

まっていますので、これはこれとして、この回の了承事項として、今後、政府の税調などの

動きなどを見ながら、まとまって緊急提言が必要な場合などには合意できる範囲内で行う

など、九都県市の枠組みを生かして提言できる内容などについて、より意見を交わしていく

のがいいと思います。偏在是正については正直合意がなかなか難しくて、議論の経過を残し
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ていくことが大事ではないかと思っており、そういった進め方をしていただけるとありが

たいなと思います。 

今回はこの要望文として了承をいただき、今後政府における税の議論を踏まえながら、

九都県市として何が合意できて提言していけるのか、また意見を交わして議論を積み重ね

ていくのがいいのではないかと感じています。 

 

○座長（山中横浜市長） 

他は、御意見は。黒岩知事、ありますか。 

 

○黒岩神奈川県知事 

さっき最後に私が申し上げたように、この偏在是正の問題は、これは東京都が悪いって言

っているわけじゃなくて、いかにもそう聞こえるかもしれませんけど、そう言っているわけ

じゃなくて、その仕組みが問題だということを言っているわけですね。ですから、その仕組

みをどうするかというのは我々で一生懸命考えたってもう無理な話で、所詮無理な話。東京

都さんはまさに当事者でもありますから、全国知事会行ってもまた同じような構図の議論

を行われているわけでありまして。ですから、ここは、さっき山中市長もおっしゃったよう

に、全会一致の部分だけまとめていくという一応原則になっているので、今日はこれでいい

と思うんですよね。 

でも、ここから先は要するに国がどれだけ対応してくるかというふうな実は問題だと思

いますけども、そういった問題が残り続けているのだということは、改めて確認するという

ことだけは、あってもいいのかなとは思いますね。だから、今日の議論を別に反映する必要

は何もないと思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 

他はよろしいでしょうか。それでは今回の要求につきまして、原案のとおり確定をさせて

いただいて、要望を行うことにしたいと思います。 

要望につきましては、私に一任をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。ありがとうございました。 

 

６ 報告 
（１）委員会等における検討状況等の報告について 
○座長（山中横浜市長） 

続いて、次第６の報告についてです。 

委員会等における検討状況の報告についてです。事務局からお願いします。 

 

○事務局 
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それでは資料４－１「第 88回九都県市首脳会議報告事項の概要」を御覧ください。 

まず、１の「各委員会等における主な検討状況」についてです。 

「 （１）首都圏の再生について」は、国の大都市圏制度等に関し、情報交換を行いました、

今後も共同の取り組みを進めます。 

「 （２）減量化・再資源化の促進について」は、リサイクル制度の見直し等について、ま

た、「 （３）廃棄物の適正処理の促進について」は、廃棄物処理に係る現行制度の見直しにつ

いて、国への要望事項の検討を行いました。今後も引き続き普及啓発等を実施していきます。 

２ページを御覧ください。 

「 （４）地球環境の保全について」は、省エネ・節電の呼びかけや、再生可能エネルギー

普及啓発等について国への要望を実施しました。今後も連携した取り組みを進めていきま

す。 

「 （５）大気環境の更なる改善に向けた対策の推進」については、光化学オキシダントや

ＰＭ2.5 等の軽減に向けた啓発活動を実施し、今後国への要望を行います。 

「 （６）東京湾の水質改善について」は、令和６年度に各都県市が実施した東京湾底質調

査を取りまとめ、今後結果を公表するとともに対策の効果検証等に活用いたします。 

３ページ御覧ください。 

「 （７）緑の環境、創出施策について」は、緑地保全の推進に係る税制上の軽減措置や国

の財政支援等の拡充等に関し、国への要望活動を行いました。今後も情報交換を行い、引き

続き要請活動を行います。 

「 （８）地震防災・危機管理対策について」は、首都圏における地震防災対策等の充実強

化等について、国に提案活動を行いました。今後も引き続き提案活動を行ってまいります。 

４ページを御覧ください。 

「 （９）合同防災訓練等について」は、第 46回九都県市合同防災訓練を実施しました。今

後は令和８年の合同防災訓練の実施を行ってまいります。 

「 （10）新型インフルエンザ等感染症対策について」は、引き続き各都県市における情報

共有等を行ってまいります。 

５ページを御覧ください。 

「２ 首脳会議で提案された諸問題等についての検討状況」です。 

まず、①の 「九都県市首脳会議の研究活動を終え、新たな取組に移行するもの」ですが、

「 （１）風しん撲滅に向けた九都県市共同での取組について」は、年内に取組を終了し、各

自治体において、対策に努めてまいります。 

また、 「 （２）中小企業の持続的な賃上げ実現に向けた価格転嫁の円滑化について」は、事

業者に対し、価格転嫁の円滑化について理解と協力を求める周知啓発活動等を行いました。

今後は各都県市で取組を進めてまいります。 

次に６ページを御覧ください。 
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②の 「今後も九都県市首脳会議として研究会活動を継続していくもの」ですが、 「 （１）ア

クアライン通行料金引き下げを含む首都圏の高速道路について」は、引き続き、首都圏の高

速道路網の利用状況の把握や情報共有を図ります。 

「 （２）盛土規制法の規制開始について」は、各都県市の運用上の課題や対応を踏まえ、

今後共同でＰＲ活動の実施をするとともに、共有・研究を進めてまいります。 

「 （３）働く女性の活躍推進について」は、各都県市における取組について意見交換を行

い、引き続き、連携に向けた検討を行います。 

説明は以上でございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ただいま事務局が説明した内容につきまして、御発言等ございましたら挙手お願いしま

す。よろしいでしょうか。 

 

７ その他 
（１）GREEN×EXPO 2027 について（横浜市） 

○座長（山中横浜市長） 

続いて次第７、その他について、御説明させていただきます。 

まず、横浜市で行われます GREEN×EXPO についてであります。 

GREEN×EXPOにつきまして、様々な場面を通じて御支援をいただきまして、誠にありがと

うございます。 

11月４日に開催 500日前を迎えます。大阪 ・関西万博のクロージングにも参加させてい

ただきましたが、次の万博は横浜で、というようなキャッチフレーズも目にしました。大阪 ・

関西万博の熱気をしっかりと GREEN×EXPOにつなげていきたいと考えております。 

本日は皆様の席上にこの白いリバーシブルのリングを配布させていただいております。

Blooming RINGと呼んでおりまして、Bloomingは花が咲き誇る、そういった意味合いでござ

いますけれども、Blooming RING を多くの方に着けていただいて応援の輪を広げていく、そ

ういう思いで作成をしたものでございます。ぜひ引き続き、九都県市の皆様と一緒に応援の

輪を広げていければと思っております。 

私からは以上です。御意見ございますか。 

黒岩知事、お願いします。 

 

○黒岩神奈川県知事 

はい、ありがとうございます、私からもこの GREEN×EXPO 2027 について発言させていた

だきたいと思いますが、九都県市においても全ての都県市に GREEN×EXPO に御出展いただ

けると伺っておりまして、この場をお借りして私からも御礼を申し上げたいと思います。 
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本県でも県出展のメインテーマであります、「 “ Vibrant INOCHI” 一人ひとりのいのち

輝く」を発信するために屋外庭園や屋内展示、そしてまたオリジナルミュージカルの準備を

本格化させております。 

今、横浜市長からもお話がありましたが、11 月４日に開催 500 日前を迎えることから、

県でも県内全域に周知できるよう、主要駅 ・商業施設でのプロモーションやシティドレッシ

ング等の補正予算を措置したところでありまして、横浜市や GREEN×EXPO 協会とも連携し

ながら機運醸成のための取組をさらに強化していきたいと思います。 

大阪 ・関西万博、最終的には大変な盛り上がりを見せたので、その流れをしっかりと横浜 ・

神奈川の万博につないでいきたいということで、皆さんこの九都県市一体となって、盛り上

げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

○座長（山中横浜市長） 

黒岩知事、ありがとうございました。 

その他、よろしいでしょうか。 

 

（２）東京 2025世界陸上・東京 2025デフリンピックについて（東京都） 

○座長（山中横浜市長） 

続きまして、東京都から、世界陸上デフリンピック及び日本版ＢＰＳＤケアプログラムに

ついて、栗岡副知事、お願いいたします。 

 

○栗岡東京都副知事 

はい、それでは東京都から、まず東京 2025世界陸上 ・東京 2025デフリンビックについて

御紹介させていただきます。 

先日開催されました東京 2025世界陸上は、世界中の注目を集めながら盛況のうちに閉幕

いたしました。大会期間を通じて約 62万人もの方々がスタジアムに訪れ、目の前で繰り広

げられる世界のトップアスリートの活躍に感動し勇気づけられた９日間でした。ここにい

らっしゃる皆様方の、多大なる御支援と御協力に心から感謝申し上げたいと思います。あり

がとうございました。 

また、今大会は環境に配慮した持続可能な大会の実現が重要なテーマでした。先ほど私ど

もからＳＡＦのお話をさせていただきましたけれども、家庭の油回収キャンペーンのほか、

日本生まれの次世代型太陽電池である 「Airソーラー」を搭載した庭園灯を会場周辺に設置

するなど、大会を通じたＰＲを行いました。 

また来月、11 月 15 日に開催が迫っている東京 2025 デフリンピックに向けましては気運

醸成の取組を展開いたしまして、大会への期待感を高めているところです。これにつきまし

ても多くの御協力いただいておりましてありがとうございます。多くの方が会場に足を運

び、選手を応援していただけるよう、目で見る新しい応援 「サインエール」の普及を図って



-42- 
 

いるほか、大会後も見据え、デジタル技術を活用したユニバーサルコミュニケーションツー

ルの導入を促進しております。 

今後も大会を通じましてデフスポーツへの理解のすそ野を広げ、共にスポーツを楽しみ、

互いの違いを認め、尊重しあう共生社会づくりに貢献していきたいと考えております。引き

続き皆様のお力添えをいただければと思います。来月の 11月 15日から 26日までですので、

よろしくお願いいたします。 

 

（３）日本版ＢＰＳＤケアプログラムについて（東京都） 

○栗岡東京都副知事 

続きまして、少し話が変わりますけれども、日本版ＢＰＳＤケアプログラムについての御

紹介です。 

認知症は誰もがなりうるものである一方、興奮や妄想などの行動 ・心理症状などいわゆる

ＢＰＳＤが、介護する御家庭や介護従事者にとって大きな負担になっているケースがあり

ます。 

東京都では、東京都医学総合研究所と協働で開発いたしました日本版ＢＰＳＤケアプロ

グラムを活用した取組を進めております。このプログラムは、認知症の行動 ・心理症状を御

本人のＳＯＳサインと捉えるとともに、オンラインシステムにより見える化することで、介

護事業所における一貫したケアをサポートするものです。ケアスタッフがチームで話し合

い、４つのステップを繰り返しながら、認知症のケアの質の向上を図るものでして、科学的

にもその効果が確認されたプログラムとなっております。 

本年４月からは介護報酬における全国での加算化が認められたところです。都内では現在

53 区市町村 968 事業所が活用しておりますけれども、事業者からも効果的なケアにつなが

っているというお声をいただいております。 

皆様方の地域の介護事業所が活用を御希望する場合には、都からケアプログラムの概要

や導入プロセスを御案内させていただきたいと考えております。会議後、事務方レベルでも

御案内をお送りいたしますので、ぜひとも本プログラムの介護事業所への御周知について

御協力を賜わればと思います。 

私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

栗岡副知事、ありがとうございました。 

 

（４）相模原市立博物館プラネタリウムのリニューアル及び企画展ポケモン天文台につい

て（相模原市）  

○座長（山中横浜市長） 
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続きまして、相模原市立博物館プラネタリウムと企画展ポケモン天文台について、また、

次第に記載ございませんけれども、江東×相模原ミライスケーターＣＵＰについて、本村市

長、お願いします。 

 

○本村相模原市長 

相模原市です。７月 16日に、30年ぶりに相模原市立博物館にございますプラネタリウム

を改修いたしまして、10 億個の星々と８Ｋ映像という世界初のハイブリッドのプラネタリ

ウムを今披露しております。１年間に４万人お越しいただいたところが、３カ月で４万人を

超えるような来場者数でありまして、テレビ等でも放映されておりますのでぜひお越しい

ただきたいと思います。 

また併せて、明日からポケモン天文台と言いまして、株式会社ポケモンの協力を得ながら

国立天文台、ＮＨＫプロモーションが主催いたしまして、私ども相模原市も共催いたしてお

りますが、ポケモンを通じて天文を知っていただくような、宇宙を知っていただく、そうい

った新しいイベントを 11 月１日から来年の１月 12 日まで開催いたします。JAXA 相模原キ

ャンパスが目の前にもございますので、非常に来場者も多いんじゃないかという期待もあ

ります。これは、全国初の開催でありますので、ぜひ、特別企画展ポケモン天文台にお越し

いただきたいと思います。 

それから、今、山中市長からも御紹介ありました、江東区と相模原市のコラボイベントで、

江東区は東京、それからパリオリンピック男子のスケートボードストリートの金メダリス

ト、堀米雄斗選手が出身でして、本市、相模原市にはパリオリンピック女子ストリート金メ

ダリストの吉沢恋選手がおります。江東区長と相談をいたしまして、まずは江東区から、ミ

ライスケーターＣＵＰという形で 11月９日、夢の島スケートボードパークで開催をいたし

ます。スペシャルゲストでこの２人の金メダリストに参加いただく予定でありまして、また

２人のコラボしたステッカーを 250名の方にお配りしようとしております。当日は 58名の

小中学生が大会に挑んでいただく予定でして、今回は江東区、来年度は相模原で開催したい

と思っています。 

ぜひ、オリンピックの金メダリストを御覧いただくためにも、お時間があったらお越しい

ただきたいと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

ありがとうございます。 

 

（５）千葉国際芸術祭２０２５について（千葉市）  

○座長（山中横浜市長） 

続きまして、千葉国際芸術祭について、神谷市長、よろしくお願いします。 
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○神谷千葉市長 

はい、千葉市でございます。千葉国際芸術祭２０２５の御案内、御紹介をさせていただき

ます。 

現在開催中なのですが、11月 24日まで市内の様々な会場、例えば千葉都市モノレールの

使っていないプラットフォームなども含めまして、30 数箇所で国内外のアーティストによ

るアートプロジェクトを展開させていただいております。東京オリンピック ・パラリンピッ

クの時に、市主催の芸術祭を初めて開催したのですが、それを発展させて行っているもので

す。 

ロゴマークはひらがなの 「ち」をモチーフとしたもので、しなやかでかつ力強く、そして

親しみを持っていただけるものとしており、今日お手元に缶バッチをお配りしております

ので御覧いただければと思います。 

コンセプトは「ちから、ひらく。」ということなのですが、ダブルミーニングとなってお

り、千葉の人々の力を花開かせる、ひらくということと、「ち」から始まるということで、

千葉の土地から物、事、人をひらく、始めるという意味を込めさせていただきました。 

今回の芸術祭の特徴ですが、市民参加型、体験型としており、素材集めなど、制作に市民

参加を得てアーティストと一緒に取り組むというものです。私も参加しまして、左側の写真

の石膏で固めたものの１番手前が私でして、丸い写真で黒い服を着ているのも私です。 

これは、アーティストの方が全国展開している手法と聞いていますが、市民と市役所、市

民と例えば報道機関、千葉テレビさんの社長にもやっていただいたのですが、地域社会での

市民と様々な機関の向き合い方を、表現していくというものでございまして、今、この脱皮

的彫刻という作品が、千葉市役所の中二階にありますので、ぜひ御覧いただきたいと思って

います。石膏が固まるまで１時間半ございましたが、様々なことを考えさせていただきまし

たし、固まる時は結構発熱するんですよね。色々な経験と思索の時間をいただき感謝してお

ります。 

他にも個性的なプロジェクトがいくつもございますので、ぜひ、機会がありましたら千葉

市にお越しいただいて御覧いただければと思います。来年、千葉市は千葉開府９００年とい

う節目の年を迎えるということで、今回リーフレットも入れておりますが、千葉の魅力を十

分に今年市民の皆様に知っていただいた上で、千葉開府９００年を迎える時に、未来の千葉

市をどうするか考えていくための取組の一環として開催しております。ぜひ御覧いただけ

ればと思います。以上です。 

 

○座長（山中横浜市長） 

どうもありがとうございました。 

この際、御発言ございましたら挙手をお願いいたします。 

ないようでしたら、私から１点御報告をさせていただきます。去る 10月 17日に、日本労

働組合総連合会から、九都県市首脳会議に対する要望書を受領いたしました。医療、福祉、
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インフラ、環境、教育、子育てなど、本日の首脳提案の内容と重なる課題も多く含まれてお

り、座長として働く皆様方の声の結集であると受け止めております。会議資料に添付をして

ございますので後ほど御覧ください。 

では、その他は以上とさせていただきます、ありがとうございました。 

 

８ 福島県支援について 

○座長（山中横浜市長） 

最後に次第８、福島県支援についてです。 

九都県市首脳会議では、東日本大震災からの復興を支援する様々な取組をしてまいりま

したが、依然として風評被害や震災の記憶の風化といった課題が残っております。真の復興

に向けて、まだ道半ばの状況にあります。今年も福島県から鈴木副知事をお招きしておりま

す。本日は復興の状況や県産品の御紹介を行っていただきたいと思います。 

それでは鈴木副知事、よろしくお願いいたします。皆様、拍手をお願いいたします。 

 

○鈴木福島県副知事 

皆さん、こんにちは、福島県副知事の鈴木正晃でございます。 

本日は、九都県市首脳会議にお招きをいただきましてありがとうございます。 

各都県知事、市長の皆様には、東日本大震災そして原発事故以降、福島県からの避難者の

受け入れや応援職員の派遣など、多大なる御支援をいただき、心から感謝を申し上げます。 

また、横浜市様には、市役所内のセブン‐イレブン様と御調整をいただき、会議開催に合

わせて県産品を販売いただいておりまして、この場をお借りして感謝を申し上げます。 

震災、原発事故から 14年７カ月が経過をする中、皆様をはじめ、国内外からの温かい御

支援によりまして、福島県の復興は着実に前進をしてきております。県産食品は、原発事故

直後に 55の国と地域から輸入規制をされておりましたが、現在は６まで減少しており、昨

年度の県産農産物の輸出量は過去最高となりました。 

一方で、今もなお、多くの県民の皆さんが避難生活を続けられており、避難地域の復興 ・

再生、根強い風評、震災の記憶の風化など、様々な課題が山積をしておりまして、今後も長

い戦いが続くことになります。 

そのような中で、避難指示が解除された区域をはじめ、福島県内各地において、復興に向

けた様々な挑戦の機運が芽生えてきております。本日は、避難地域における産地の復興の動

きと、その魅力的な工芸品を紹介させていただきます。 

皆様のお手元に用意しましたのは、避難地域唯一の国指定伝統的工芸品、大堀相馬焼でご

ざいます。青い箱の蓋を開け、ぜひ手に取ってみていただきたいと思います。 

産地であります浪江町大堀地区の職人たちは震災によって避難を余儀なくされておりま

す。令和５年３月に一部の避難指示が解除をされて、震災前に開催していました 「大せとま

つり」が再開されるなど、産地のにぎわいも徐々に回復されております。 
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大堀相馬焼は、走り駒が描かれておりまして、前向きに走る９頭の馬の姿から、「何事も

馬九行久（なにごともうまくいく）」という縁起物であります。同じ九つの九都県市が前向

きにうまくいくこと、そして、福島県との 「ご縁」をこれからもつないでいただきたいとい

う思いを込めて、皆様へ贈呈をさせていただきます。 

また、フルーツ王国ふくしまを味わっていただくため、お手元に県産の新鮮な果実を使用

したセミドライフルーツを御用意させていただきました。独自の熟成乾燥法で、果物になる

べくストレスを与えず、優しく丁寧に時間をかけて作られておりまして、本日は福島県を代

表する桃をはじめ、和梨、キウイの３種類を用意しております。 

これから、先ほど紹介しました大堀相馬焼の窯元から産地復興の状況を伝える動画を放

映させていただきますので、ドライフルーツを召し上がりながら御覧をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

＜動画再生＞ 

九都県市首脳会議の皆様、こんにちは。大堀相馬焼協同組合で専務理事を務めさせていた

だいております、大堀相馬焼いかりや窯の山田慎一と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

大堀相馬焼は、福島県の沿岸部、浪江町大堀というところで作られておりました伝統的工

芸品の焼き物です。300年の歴史がありまして、主に 「二重構造」、 「青ひび」、 「走り駒」の

絵のある焼き物でして、町民の皆様をはじめ、地元の方々にずっと長く愛されてきた焼き物

の一つです。 

大堀相馬焼の窯元は、東日本大震災と原発事故によりまして、当時 20軒以上ありました

窯元が、全員波江町から避難を余儀なくされました。ですが、現在は県内各地で、半数の窯

元が再建して製造を再開しております。 

いかりや窯は、震災前から千葉県の成田山に大堀相馬焼をたくさん納めておりまして、う

ちのところだと一番のお得意先だったんです。震災の後に初めて大口の発注が来たときに、

友人の窯を訪ねまして、そこで泊まり込みで１か月焼き物を焼かせていただきました。その

ときに、これだったらもう一度焼き物屋としてやっていけるんじゃないかということがあ

りまして、焼き物屋の再開に非常に影響を与えた場所であるというのがありました。 

昨年は産地のシンボルであります 「陶芸の杜おおぼり」で、登り窯に震災以降初めて火が

入りまして、地元の登り窯をボランティアの協力のもと全員で焼き上げたということがあ

りました。 

現在は１軒の窯元が先行して、波江町で事業を再開しておりまして、私も来年、地元浪江

町へ帰還して、向こうでの製造を再開するべく、建物の再建をスタートさせております。 

浪江町と大堀地区にお客様が来ていただけますよう、組合員一同、皆様を迎える準備をし

ております。今後とも、御支援よろしくお願いいたします。 
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○鈴木福島県副知事 

御視聴、ありがとうございました。 

今後も九都県市首脳会議の皆様をはじめ、福島に思いを寄せてくださる全ての方々の力

をお借りしながら、福島の復興をさらに前に進めるため、挑戦を続けてまいりますので、引

き続き皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。本

当にありがとうございます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

鈴木副知事、どうもありがとうございました。 

いただいた大堀相馬焼は、今回のために、会議のために職人の方が一つ一つ手書きで描い

ていただいたものだと伺っております。この縁起物の９頭の馬が 「何事も馬九行久（なにご

ともうまくいく）」というお話でありましたので、福島県の復興が九都県市を含めた多くの

人々の力でうまくいくことを心から願っております。 

また、副知事から御紹介いただきましたとおり、横浜市で今回の首脳会議の開催に合わせ

まして、市役所にありますコンビニエンスで福島県の県産品の販売を行っております。私も

早速、特産の桃のジュースを購入させていただきました。どうもありがとうございます。 

皆様から何か、鈴木副知事の御発言について、何か御意見等ございましたら、せっかくの

機会ですのでよろしくお願いします。 

高梨副知事、よろしくお願いします。 

 

○高梨千葉県副知事 

千葉県でございます。成田山新勝寺と御縁があるというのを、すみません、不勉強で存じ

あげませんでしたが、やはり福島と千葉もやはりそういった強い絆があったのだなという

ので、今日伺えて大変嬉しく思っております。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○座長（山中横浜市長） 

どうもありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

 

○栗岡東京都副知事 

今、相馬焼をいただきまして、ありがとうございます。私ども東京都も御縁がありまして、

何度か相馬焼を使わせていただいて、ちょうど先ほど御紹介がありましたけれど、二重にな

っているので熱いお湯を入れても冷たくて、そのまま飲めるというものでして、職員表彰な

ど、様々な形で使わせていただいております。引き続きしっかり連携を取らせていただいて、

様々な形で復興の御支援もしながら、共に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○座長（山中横浜市長） 

御意見ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

はい、神谷さん。 

 

○神谷千葉市長 

千葉市と、福島県内でゆかりのある都市に相馬市と南相馬市がありまして、千葉市の町は

900 年前に千葉常重という武将が拠点を移したことから始まっているのですが、その千葉一

族が全国に所領を広げたということで、相馬氏を千葉一族が継承したというふうに伺って

おります。今でも都市間交流を続けさせていただいておりますし、私も相馬野馬追に伺わせ

ていただいたことがございます。 

来年、千葉開府９００年なのですが、南相馬から馬をお借りしまして、市内で武者行列

なども盛大に開催する予定でございます。千葉一族がつないでいただいた御縁を今後も大

事にしながら、まちづくりをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

○座長（山中横浜市長） 

どうもありがとうございます。 

ここで私から提案をさせていただきます。来年の令和８年は福島県の県政 150 周年とい

う大きな節目を迎え、また東日本大震災から 15年、そして、平成 28年に福島県で九都県市

首脳会議を開催してから 10年という、私たちにとっても深い意味を持つ年となります。 

そこで福島県の真の復興の実現に向けて、九都県市首脳会議は今後も連携して支援を継

続し、福島県の未来をともに創っていくことを表明する共同メッセージを取りまとめさせ

ていただくこととしました。皆様にはメッセージについて事前に御調整をいただきありが

とうございます。 

原案のとおり採択したいと思いますが、よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ます。 

閉会後に鈴木副知事にメッセージを手交させていただき、皆様とフォトセッションを行

いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で予定していた議題は全て終了しましたが、この際、御発言がございましたら挙手

をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

９ 閉会 
○座長（山中横浜市長） 

それでは、以上を持ちまして、第 88回九都県市首脳会議を終了します。 

皆様の御協力により意見交換を行い、無事に終了することができました。 
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次回の開催は相模原市が開催都県市となりますので、本村市長、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

本日は長時間に渡り誠にありがとうございました。以上となります。 
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